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1名様か
らの個人旅行

　フリープラン

モスクワ・
サンクトペテルブルグ
モスクワ・
サンクトペテルブルグ



ロシア入国がモスクワまたはサンクトペテルブルグの場合のみ

●●●
別冊OP

豊富な経験と情報に基づいたツアー作りをしています。新情報もいっぱいです。
お客様とお話しするスタッフは皆この地域の手配の専門家。お気軽にお問い合わせください！

いろんなサービスを使ってお得な旅! しちゃいましょう。

すべてのツアー対象に、
ツアーへお申し込みいただいた方全員に
JICオリジナル「マトネームタグ」を
進呈（1名様1枚）。旅のお供にかわいい

「マトリョーシカ」をどうぞ。

日本からのご到着時に
うれしい！日本語係員がお出迎え
（一部地域では英語係員となります。日程表でご確認ください）
帰国時の日本語係員の追加手配も承ります（一部地域を除く）。6ページの追加料金表をご覧下さい。
フリープラン＋ＪＩＣロシアオプショナルツアー（別冊OP）で
オリジナル旅行を作っちゃおう！

モスクワ・サンクトペテルブルグいずれか入国都市でメトロカード（地下鉄回数券）をプレゼント。
初めての地下鉄、まわりはロシア語だらけ…。切符を買うのもドキドキしちゃう。そんな気分の観光初日をサポートします。

サンクトペテルブルグ・
JICヘルプデスク

モスクワ・JICモスクワ
事務所

旅の安心・JICサポート体制のご案内
モスクワに事務所を構え、ペテルブルグ・ウラジオストク・ハバロフスクにヘルプデスクを設置 !!
日本人スタッフまたは日本語を話すスタッフがお客様のロシアの旅の安全をサポート。
急なけがや病気、万が一の場合にも安心です。

●最終書類にて必要な連絡先をご案内致します。●

日本語対応で安心サポートのJICヘルプデスクを設置

旅 行 代 金 の 見 方 料金は別紙をご参照ください。

②

①

③ ④ ⑤ ⑥⑦

■日付指定方式 追加代金
の計算重要！重要！

 1名参加の場合
①基本旅行代金＋②1名参加代金
 2名参加でシングルご利用の場合
①基本旅行代金＋③2名参加シングル利用
 ホテルランクアップをご利用の場合：
 2名参加(ツイン利用）：①基本旅行代金＋④基本追加代金
 1名参加：①基本旅行代金＋④基本追加代金＋⑤1名参加代金
 2名参加(シングル利用）：①基本旅行代金＋④基本追加代金＋⑥2名参加シングル利用
 列車の1部屋を2名様でご利用の場合
①基本旅行代金＋⑦列車2名利用代金

追加代金表の欄をご覧いただき、基本旅行代金に追加いただきます。
出発日により追加代金が変わる場合がありますのでご注意ください。

単位：円

◆ 延泊（帰国延長）プラン
　　マークのついたツアーについては、各都市にて
延泊が可能です。
※詳細は6ページをご参照ください。

旅行代金（2名様でお申込の場合の1名様あたりの料金）

アエロフロート 成田発

出発日

6/2～7、7/1 ￥172,800

6/8、7/11 ￥253,800

02 ※写真はすべてイメージです。



マークの説明

日程表補足 7ページの「ご案内とご注意」と合わせてお読みください。

◆送迎について◆
　お出迎え時、お送り時に日本語または英語の係員が同行しない場合（ドラ
イバーのみの場合）、ホテルのチェックイン、チェックアウトおよび空港や駅
でのご搭乗・ご乗車につきましては、お客様ご自身にてお手続きください。
ドライバーは通常、ごく簡単な英語しか理解しません。（送迎時日本語係員
追加手配料金表→6ページ）
◆列車・船舶手配を含むプランについて◆
　・寝台列車は4人部屋を利用します。弊社手配のお客様以外の方と同室
になる場合もあります。部屋は男女混合となる場合があります。
　・列車・船室の座席指定（ベッドの上下段の指定）、車両指定はお受けでき
ません。
　・「１名様でお申込の場合」、 または「２名様以上でお申込時のホテル１
人部屋ご利用の場合」でも、列車は４人部屋のご利用となります。
・２名様で１部屋利用をご希望の場合は、別料金（各追加代金表参照）に
て追加手配いたします。
◆観光地の施設について◆
　フリータイムの時間と見学をご希望の施設の休館日をご確認のうえ、ご出
発日をご検討されるようおすすめします。

出発地

移動
交通機関

その他

お食事

時間帯

東京発
（成田空港）

大阪発
（関西空港）

朝食 夕食 機内食 なし

飛行機 列車（寝台列車含む）バス 船車

別冊「JICロシアオプショナルツアー」に関連ツアーがあります。
該当No.をご参照ください。
青色の送迎マークは日本語係員同行
緑色の送迎マークはドライバーのみ（右記「送迎について」参照）（送迎）

（送迎）

昼食

札幌発
（新千歳空港）

中部発
（中部国際空港）

【早朝】
04：00～06：00

【朝】
06：00～08：00

【午前】
08：00～12：00

【昼】
12：00～13：00

【午後】
13：00～16：00

【夕刻】
16：00～18：00

【夜】
18：00～23：00

【深夜】
23：00～04：00

【終日】

入場観光
◎

下車観光
○

人気のある
コース

ホテルランクアップ
可能なコース

列車利用
コース

メトロカード付
コース

船利用
コース

延泊可能
なコース

45日前
申込み割引

中部

MO-00
別冊OP

札幌札幌

2号線

5号線

8号線

1号線

9号線

4号線

3号線

7号線
6号線

モスクワ川

モスクワ
川

キエフスカヤ駅

クロポトキンスカヤ駅

スモーレンスカヤ駅

スモーレンスカヤ駅 ボロヴィツカヤ駅

アルバーツカヤ駅
アルバーツカヤ駅 ビブリアチェカ・イーメニ・レーニン駅

アホートニィ・リャト駅

バリカードナヤ駅
クラスナプレスネンスカヤ駅

ウーリツァ・1905・ゴーダ駅 プーシキンスカヤ駅

トヴェルスカヤ駅

ツヴェトノイ・ブリヴァル駅

マヤコフスカヤ駅

チェーホフスカヤ駅

クズネツキー・モスト駅

チアトラーリナヤ駅
ルビャンカ駅

プローシャチ・レヴォリューツィ駅

キターイ・ゴーラッド駅

クールスカヤ駅

チースティ・プルーディ駅

トゥルゲーネフスカヤ駅

クラースヌィエ・ヴァロータ駅

スハレフスカヤ駅

カムサモーリスカヤ駅

マルクシスツカヤ駅

タガンスカヤ駅
ノヴォクズネツカヤ駅

トレチャコフスカヤ駅

ヴォ
ド・オ

トヴ
ォド
ニィ
運河

アレクサンドロフスキー・サート駅

大都会モスクワ
のパノラマ風景
を満喫できる高
台です。振り返る
と、スターリン・ク
ラシック様式の
尖塔が美しいモ
スクワ大学が聳
えています。

ツアー日程 

ロシア

モスクワモスクワ 5日
間

ロ シ ア

1
旅行

クレムリン、聖ワシー
リー聖堂、グム百貨店、
歴史博物館に囲まれた
石畳の広場。変わりゆ
くモスクワ市街におい
て、歴史的建造物にと
り囲まれたこの場所だ
けは、モスクワの象徴
として不変の美しさを
保ち続けています。

世界遺産世界遺産

スクワモ

近年モスクワは新しい
建物が増え、街が整備
され、生まれ変わってき
ました。壮大な伝統や
遺産はしっかりと大切
し、変わるモノ、変わら
ないモノが融合し、
様々な旅人が楽しめる
都市モスクワ。ぜひそ
の目で今のモスクワを
見にきてください。

プーシキン、トルストイ、マヤコフスキー…長編小説家から詩人まで、多く
の文人を輩出してきたロシア。モスクワ市内には各作家の博物館が点在し
ています。文学作品は世界を巡りますが、作家ゆかりの品々を見られるの
は博物館ならではのお楽しみ。

ロシア美術の粋を
集めたトレチャコフ
美術館。そのコレク
ションは約10万点、
近代美術はもちろ
ん、イコンや古代ロ
シアの作品も保存
されています。

世界遺産

「城塞」を意味するロシア語なので、ロシア
の各地に「クレムリン」は残っています。中
でも最大、かつ今なお大統領府がおかれて
政治機能を保っているのがモスクワのクレ
ムリン。いくつもの美しい聖堂や、武器庫と
呼ばれる宝物・歴史博物館があり、ロシアを
訪問するうえではずすことのできない重要
な見学ポイントです。

西洋美術がお好きなかたは、モネの
「白い睡蓮」やマティスの「金魚」など、
世界的な名画を所有するプーシキン
記念美術館へどうぞ。
休館日：月

その他みどころいっぱい

16世紀に建てられた女
子修道院。敷地内にはス
モレンスキー聖堂をはじ
め、当時のロシアの建築
様式を伝える古い建物
がいくつも残っていま
す。外壁に隣接した墓地
には、作家のチェーホフ
やゴーゴリ、作曲家の
ショスタコーヴィチなど
著名人が眠っています。

JICモスクワオフィス

オプショナル

オプショナルツアー

●1

●1

●2

●4

●3

●2

●3

●4

赤の広場 雀が丘

クレムリン

トレチャコフ美術館

プーシキン記念美術館

文学博物館

ノヴォデヴィチ
修道院

中部

ツアーコード  1-1195

スケジュール
1

4

5【午前または昼または夕刻または夜】日本着

【午前または昼または午後】日本発   
（直行便または他都市乗継）
【夕刻または夜】モスクワ着

【終日】フリータイム

●オプショナルツアー（別冊）でお楽しみください

【出発まで】フリータイム
12時までにホテルチェックアウトです
●オプショナルツアー（別冊）でお楽しみください

【午前または夜】モスクワ発   
（直行便または他都市乗継）

2
3

・

モスクワ泊

モスクワ泊

ホテルまで送迎・日本語係員付

メトロカード（2回分）をプレゼント！

空港まで送迎

●日本発着時利用航空会社と出発日
　アエロフロート、日本航空【往復直行便】（成田）
　大韓航空、フィンエアー（成田・関西・中部）

●最少催行人員：１名
（１人参加の場合は追加料金が必要です）    
●添乗員：同行しません
●食事：5日間 朝3回    
●利用ホテル：
弊社Aグレード（ランクアップSグレード）→6ページ参照
●ビザ（別料金）：
ロシアビザ必要（日本取得）→10ページ参照    
●マーク説明＆ 送迎 について→3ページ参照    

モスクワ泊

日
付

MO-02/03/12/13/14別冊OP

M0-01
別冊OP

MO-15
別冊OP

MO-16
別冊OP

ホテル例 Aグレード

ホテル「コスモス」
地下鉄のVDNH（全ロシア展示セン
ター）駅近くに位置し、多くのレストラ
ン、ビジネスセンターやプールのある大
型ホテルです。市の中心まで地下鉄で
20分。1980年のモスクワ五輪のため
に建てられましたが、その後改装を重ね
快適なホテルとなっています。

03※写真はすべてイメージです。
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【お申込みの際は3ページの日程表補足、7～10ページの「ご旅行条件書」および「ご案内とご注意」を必ずお読みください】



3号線

5号線

1号線

2号線

ネヴァ川

ネフスキー・プロスペクト駅

チェルヌイシェーフスカヤ駅

モスクワ駅

プローシャチ・ヴォススターニヤ駅

マヤコフスカヤ駅

ドストエフスカヤ駅モイカ運河

ク
リュ
ー
コ
フ
運
河

グリボエードフ運河

ネフスキー大通り

センナヤ・プローシャチ駅

ゴーリコフスカヤ駅

ゴスチーヌイ・ドヴォール駅

スパスカヤ駅

サドーヴァヤ駅 ウラジミールスカヤ駅

リゴフスキー・
プロスペクト駅

フォ
ンタ
ンカ
運河

プローシャチ・アレクサンドラ・
ネフスコヴォ駅

プーシキンスカヤ駅

4号線

アドミラル
チェイスカヤ駅

ツアー日程

モスクワ
●ボリショイ劇場　
●サーカス
●ククラチョフ猫劇場

サンクトペテルブルグ
●マリインスキー劇場
●フィルハーモニー
●エルミタージュ劇場 など

など

見逃せない見逃せない

ンクト ペ テルブルグサ
ロシア

サンクトペテルブルグサンクトペテルブルグ 5日
間

ロ シ ア

4
旅行

地盤がゆるく建設が困難だった地に、40
年の歳月を費やして建てられた荘厳な聖
堂。高さ101メートルと非常に大きく、金
色の大型ドームははるか遠くからでも渋く
輝いて見えます。孔雀石の柱や手の込ん
だ大型のモザイク画などによる贅沢なつ
くりの内部には、建設時の労を語る資料も
展示されています。

地盤がゆるく建設が困難だった地に、40
年の歳月を費やして建てられた荘厳な聖
堂。高さ101メートルと非常に大きく、金
色の大型ドームははるか遠くからでも渋く
輝いて見えます。孔雀石の柱や手の込ん
だ大型のモザイク画などによる贅沢なつ
くりの内部には、建設時の労を語る資料も
展示されています。

運河と川に囲まれた12万㎡の庭園。噴水や並木道が美し
く整えられ、大理石の彫刻が建ち並ぶこの庭園で、ピョート
ル大帝は貴族や外国大使を招いての園遊会を開いていま
した。園内にはピョートル大帝が最初に作った夏の宮殿が
あり、当時の姿のままに
保存されています。

世界遺産

スウェーデンとの北方戦争
（1700～1721年）に備え
ていち早くこの地に建てられ
た要塞なので、サンクトペテ
ルブルグ発祥の地ともいえる
でしょう。聖堂には歴代のロ
マノフ王朝の皇帝たちの棺
が安置されています。

エカテリーナ2世の収集品から20世紀の抽象絵画に
いたるまで、200万点を超える美術品を有する大美
術館。レオナルド・ダ・ヴィンチ、レンブラントやピカソ、
マティスなど、第一級の作品が目白押しに並びます。

エルミタージュ美術館および別館

ドストエフスキーの
史跡めぐり

ネフスキー大通り

ペトロパヴロフスク
要塞

夏の庭園

旧海軍省からアレクサンドル・ネフスキー修
道院にいたる、全長約4.5ｋｍの優雅な大
通り。ロシア文学の名作にもしばしば登場
するこの大通りは、サンクトペテルブルグ
を訪れたなら一度はゆっくりと散策したい
ところです。縦横に走る運河、帝政時代そ
のもののレリーフがある建物、寺院や劇場
など、飽きることのない景色が続きます。

その他みどころいっぱい

ドストエフスキー文学記念博
物館、ドストエフスキーの眠る
チフヴィン墓地、ネフスキー大
通りなど、ロシアの文豪ドスト
エフスキーや彼の作品に出て
くるゆかりの地を回ります。

（夏期は休演になる場合もあります）演目はお問い合わせください。演目はお問い合わせください。

オプショナル

モスクワ・サンクトペテルブルグには、
世界的にも有名なバレエ・オペラの劇
場があります。
またフィルハーモニーコンサート
ホールや民族舞踊アンサンブルなど
も行われています。ぜひ御覧下さい。

●4

●1

●3

●2

●4

●1

●3●2

ツアーコード 1-1215

中部

オプショナルツアー

ホテル例 Aグレード

ホテル「モスクワ」
地下鉄駅「プローシャチ・アレクサンドラ・ネフスカヴァ」
のすぐ横に位置し、ネヴァ川に面して建てられていま
す。ネフスキー大通りまでも徒歩圏内で便利です。ブッ
フェスタイルの朝食は種類も豊富なので、しっかり食べ
て観光に備えましょう。

【午前または夕刻または夜】日本着

【午前または昼または午後】日本発    （他都市乗継）
【夜または深夜】サンクトペテルブルグ着
ホテルまで送迎・日本語係員付

【終日】フリータイム

●オプショナルツアー（別冊）でお楽しみください
メトロコイン（2回分）をプレゼント！

【出発まで】フリータイム
12時までにホテルチェックアウトです

【午後または夜】
サンクトペテルブルグ発　 （他都市乗継）

空港まで送迎

スケジュール
1

4

5

2
3

・

●日本発着時利用航空会社と出発日
　アエロフロート、日本航空（成田）
　大韓航空、フィンエアー（成田・関西・中部）
※日本航空利用の場合、モスクワ～サンクトペテルブルグ間
はS7航空との共同運航便またはS7航空便となります。

サンクトペテルブルグ泊

機中泊

●最少催行人員：１名
　（１人参加の場合は追加料金が必要です）    
●添乗員：同行しません　●食事：5日間－朝3回    
●利用ホテル：
　弊社Aグレード（ランクアップSグレード）→6ページ参照
●ビザ（別料金）：
　ロシアビザ必要（日本取得）→10ページ参照    
●マーク説明＆ 送迎 について→3ページ参照    

サンクトペテルブルグ泊

日
付

メトロコイン
サンクトペテルブルグ

SP-01
別冊OP

SP-07
MO-09/10/11
別冊OP

SP-13
別冊OP

SP-02/05
別冊OP

04 【お申込みの際は3ページの日程表補足、7～10ページの「ご旅行条件書」および「ご案内とご注意」を必ずお読みください】 ※写真はすべてイメージです。
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ツアー日程 ツアー日程 ツアーコード 1-1178ツアーコード  1-1186

ロシア

サンクトペテルブルグと
        　　　　  モスクワ
サンクトペテルブルグと
        　　　　  モスクワ6日

間
ロ シ ア

2
旅行

ロシア

モスクワと
サンクトペテルブルグ
モスクワと
サンクトペテルブルグ 8日

間
ロ シ ア

3
旅行

クリンはモスクワから約90km、ロシアの大作曲家チャイコフス
キーが晩年を過ごした地。緑に包まれ落ち着いた雰囲気の博物館
です。館内には彼の愛用したピアノや机があり、世界中からチャイコ
フスキーのファンが訪れています。

白い石造りのヴォズネセニエ
教会〔世界遺産〕ほか、各地
から集められた歴史ある教
会や木造建築が点在する、
広々とした自然保護公園。花
や緑も美しく、地元の人々も
散歩を楽しんでいます。

モスクワから約70km、黄金
の環の中で最もモスクワに
近い街。街の中心のトロイ
ツェ・セルギエフ大修道院〔世
界遺産〕の敷地内には、青い
ドームに金の星がまぶしいウ
スペンスキー大聖堂、ルブ
リョフのイコンが見られるト
ロイツキー聖堂など、数々の
壮麗な宗教建築が残ってい

ます。ロシアの代表的な民芸品、マトリョーシカの産地としても有名な
地域で、予約をすればマトリョーシカ工房で絵付け体験もできます。

ロシア 2 大都市を堪能！2

イズマイロフ公園近くのお土産マーケット。広大
な敷地にはマトリョーシカをはじめ塗り盆や軍服、
時計など、民芸品やソ連時代のマニアックな品々
が売られています。値引き交渉をしながらゆっくり
と買い物を楽しみましょう。毛皮製品も比較的安く手に入りますが、
上質なものは市街地の店舗で求めるほうがよいでしょう。

交通渋滞の多いモスクワでは、
観光客にとっても移動に便利な
地下鉄。速くて傾斜が急なエス
カレーター、モザイク画やシャ
ンデリアで宮殿のような装飾が
なされたホームなど、実はかな
りのお楽しみポイントです。

メトロカード
モスクワ、サンクトペテルブル
グに滞在されるプランでは、
初日宿泊都市のメトロカード
（地下鉄回数券）、コイン2回
分をプレゼント！

ロシア帝政時代の離
宮の中では最も美し
いといわれるパヴロ
フスク宮殿の中は、ま
ばゆいばかりに装飾
されています。宮殿を
はさんで広がる公園
は600ヘクタール。
造園された林や川が
見事に調和しており、
贅沢な気分で散策を
楽しめます。

映画の撮影に使われたり、琥珀の間が見事に修復されたことにより、
日本でもかなり知名度のあがったエカテリーナ宮殿。18世紀に建て
られたロシアの代表的なバロック建築は、素材や意匠の違う数々の部
屋、美しい庭園とも魅力いっぱいです。ツァールスコエ・セローとは
「皇帝の村」という意味。街には宮殿のほかに、詩人プーシキンも学ん
だリツェイ（貴族学校）が残されています。

フィンランド湾に面した、
ピョートル大帝の夏の宮殿。
庭園には、金色に輝くサムソ
ンの大噴水をはじめ、なんと
150以上ものさまざまに趣
向を凝らした噴水がありま
す。（噴水は夏季のみ）

■モスクワ－サンクトペテルブ
ルグ間をつなぐ列車は、旅の
ハイライトのひとつ。安心し
てご乗車いただくために、そ
の設備を少しご案内します。
トイレ・洗面所は各車両での
共用となります（シャワーは
ご利用いただけません）。ま
た各車両では車掌部屋にて
無料でお湯をもらうことがで
きます。また「まるごとロシア」では、モスクワ－サンクトペテルブ
ルグ間の夜行列車には朝食ボックスをお付けしています。ロシア
の「お弁当」をお楽しみに！

■大都市には鉄道始
発駅がいくつもあり
ますが、名づけ方が
日本とは違い、主な
行き先を冠していま
す。サンクトペテル
ブルグ（旧称レニン
グラード）行きは、
「レニングラード」
駅、シベリア鉄道方
面はかつてのルート
の途中の都市だった「ヤロスラーヴリ」駅など。西洋風の美しい
外観の内部にはカフェや荷物預け所など様々な設備があります
が、常時混雑しているのでスリや置き引きにはご注意ください。
長距離列車は車両の乗り口ごとに車掌がいて、切符のチェックを
しています。

エカテリーナ宮殿と
ツァールスコエ・セロー

ロシア最大の蚤の市
「ヴェルニサージュ」

カローメンスコエ

セルギエフ・パッサート

クリンのチャイコフスキーの家博物館

ペテルゴーフ

パヴロフスク

中部中部

日
付 スケジュール
1

2

3

4

5

6

サンクトペテルブルグ泊

サンクトペテルブルグ泊

車中泊 ※またはモスクワ泊

機中泊

モスクワ泊

【午前または昼または午後】日本発　 （他都市乗継）
※航空会社をお選びください
【夜または深夜】サンクトペテルブルグ着

【午前または昼または夕刻または夜】日本着

ホテルまで送迎・日本語係員付

駅まで送迎
【深夜】サンクトペテルブルグ発　　寝台列車でモスクワへ
※列車『サプサン号』に変更の場合はモスクワ泊。
【午前】サンクトペテルブルグ発～
【午後】モスクワ着
ホテルまで送迎

【出発まで】フリータイム
12時までにホテルチェックアウトです

【終日】フリータイム

●オプショナルツアー（別冊）でお楽しみください
メトロコイン（2回分）をプレゼント！

※列車『サプサン号』に変更の場合【終日】フリータイム
【朝】モスクワ着
【着後】フリータイム
ホテルチェックインは12時～15時（ホテルによる）以降となります

ホテルまで送迎

●オプショナルツアー（別冊）でお楽しみください

【出発まで】フリータイム
12時までにホテルチェックアウトです
●オプショナルツアー（別冊）でお楽しみください

【午前または夜】モスクワ発　 （直行便または他都市乗継）
空港まで送迎

●日本発着時利用航空会社と出発日
アエロフロート（成田）
大韓航空、フィンエアー（成田・関西・中部）

●最少催行人員：１名（１人参加の場合は追加料金が必要です）    
●添乗員：同行しません　
●食事：朝4回（4日目は列車にて朝食BOX
　※サプサン号変更の場合はホテル）
●利用ホテル：
　弊社Aグレード（ランクアップSグレード）→6ページ参照
●ビザ（別料金）：ロシアビザ必要（日本取得）→10ページ参照    
●マーク説明＆ 送迎 および 列車 について→3ページ参照    

●最少催行人員：１名（１人参加の場合は追加料金が必要です）    
●添乗員：同行しません　
●食事：朝6回（4日目は列車にて朝食BOX
　※サプサン号変更の場合はホテル）
●利用ホテル：
　弊社Aグレード（ランクアップSグレード）→6ページ参照    
●ビザ（別料金）：ロシアビザ必要（日本取得）→10ページ参照    
●マーク説明＆ 送迎 および 列車 について→3ページ参照    

日
付 スケジュール
1

4

【午前または夕刻または夜】日本着

3

8
機中泊

【午前または昼または午後】日本発   
（直行便または他都市乗継）※航空会社をお選びください
【夕刻または夜】モスクワ着
ホテルまで送迎・日本語係員付

2

5
6

・

駅まで送迎
【深夜】モスクワ発　　寝台列車でサンクトペテルブルグへ
※列車『サプサン号』に変更の場合はサンクトペテルブルグ泊。
【午前】モスクワ発～
【午後】サンクトペテルブルグ着
ホテルまで送迎

【出発まで】フリータイム
12時までにホテルチェックアウトです

【終日】フリータイム

●オプショナルツアー（別冊）でお楽しみください
メトロカード（2回分）をプレゼント！

【終日】フリータイム
●オプショナルツアー（別冊）でお楽しみください

※列車『サプサン号』に変更の場合【終日】フリータイム
【朝】サンクトペテルブルグ着
【着後】フリータイム
ホテルチェックインは12時～15時（ホテルによる）以降となります

ホテルまで送迎

●オプショナルツアー（別冊）でお楽しみください

【出発まで】フリータイム
12時までにホテルチェックアウトです
●オプショナルツアー（別冊）でお楽しみください

【午後または夜】
サンクトペテルブルグ発　 （他都市乗継）

空港まで送迎

●日本発着時利用航空会社と出発日
アエロフロート、日本航空（成田）
大韓航空、フィンエアー（成田・関西・中部）
※日本航空利用の場合、サンクトペテルブルグ～モスクワ間はS7航空との共
同運航便またはS7航空便となります。

モスクワ泊

サンクトペテルブルグ泊

7
サンクトペテルブルグ泊

モスクワ泊

MO-05
別冊OP

SP-03/17/19
別冊OP

SP-04/19
別冊OP

SP-16/17
別冊OP

SP-16/17
別冊OP
SP-16/17
別冊OP

 MO-17
別冊OP

MO-04/20
別冊OP

 MO-06
別冊OP

MO-18
別冊OP

車中泊 ※またはサンクトペテルブルグ泊

05※写真はすべてイメージです。
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【お申込みの際は3ページの日程表補足、7～10ページの「ご旅行条件書」および「ご案内とご注意」を必ずお読みください】
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■各国利用予定ホテルリスト・グレード表

※「まるごとロシア」で利用するホテルは、基本的にはAグレードとなります。　※A→L→Sクラスとグレードが高くなります。各コースによってグレードアップがお受けできないコースもございます。　※バスタブ（浴槽）付ではなく、シャワーのみのお部屋となる場合があります。

無　料
1件（1演目）あたり3,000円+税
1件あたり3,000円+税

オプショナルツアー手配手数料
劇場チケット手配手数料
レストラン予約手配手数料

お気に入りの街にもう少し滞在して、観光を楽しみたいというご希望のお客様もいらっしゃるのではないでしょうか？「まるごとロシア」の一部プランでは
ご参加コースのホテル延泊および送迎時の日本語係員手配・オプショナルツアーの手配を承ります。

●初日のお出迎えの際は日本語係員がついている「まるごとロシア」で
すが、さらに帰国時空港のチェックインや2都市目のホテルでの
チェックイン手続きについても、右の都市については日本語係員を
追加でおつけすることができます。

日本語係員追加プラン

●別冊「JICロシアオプショナルツアー」をご覧いただき、ご検討ください。「JICオプショナルツアー」
は専用車・専用日本語ガイドが基本となります。
●オプショナルツアーはご出発2週間前までお受けいたします。ただしチケットなどの予約手配につい
ては、混雑状況によりお取りできない場合があります。オプショナルツアーの集合・解散場所は基本
的に宿泊ホテルとなります。
オプショナルツアー取扱手数料（「まるごとロシア」プランご利用の場合）

（日本語係員1人の料金です）

オプショナルツアー手配

※各チケット、クーポン券については送迎の際にガイドより手渡し、または宿泊先ホテルへのお届け(有料：3,000円)となります。

延泊（帰国延長）プラン
ホテル延泊料金（1泊1名様あたりの代金　単位：円）

セルギエフポサード

エカテリーナ宮殿

ヴェルニサージュ

※写真はすべてイメージです。

都市名 料金 都市名 料金 都市名 料金 都市名 料金
モスクワ 21,500円 ウラジオストク 7,100円 ハバロフスク 7,500円 サハリン 10,500円

サンクトペテルブルグ 21,500円 イルクーツク 10,500円 キエフ - トビリシ -

都市名 グレード 期間 シングル利用 ツイン利用

モスクワ

S

A

サンクト
ペテルブルグ

S

A

ウラジオストク

L

A

ハバロフスク

L

A

ユジノ
サハリンスク

L

A

国名 都市名 グレード ホテル名

ロシア

モスクワ
S

●アエロスター　●アジムト・オリンピック　●ケブールパレス
●コールストン　●ソヴィエツキー　●ナショナル
●パークインサドゥー　●ノボテル・モスクワ・センター　●ピョートルI
●ヒルトン・レニングラーツカヤ　●ブタペスト　●プレジデント
●ホリディイン・モスクワ・スショフスキー
●ホリディイン・モスクワ・ソコルニキ
●ホリディイン・モスクワ・レスナーヤ　●マリオットグランド
●マリオットトヴェルスカヤ　●マリオットロイヤル
●マルコポーロ・プレスニャ　●メトロポール
●ラディソン・スラヴャンスカヤ　●ラディソンロイヤル
●ラディソン・ベラルースカヤ　●ルネッサンス

A ●ヴェガ　●コスモス　●ペキン　●イズマイロヴォ・ガンマ・デルタ
●イズマイロヴォ・ベータ　●アルファ

サンクト
ペテルブルグ

S

●アンバサダー　●グランド・ホテル・エメラルド
●コートヤード・センター　●コートヤード・ヴァシリエフスキー
●パークインネフスキー　●ノボテル・サンクトペテルブルグ・センター
●ヘルヴェチア　●ペトロパレス ●マルコポーロ
●ラディソンサス・ロイヤル　●ルネサンス　
●ソロ・ソコス・パレス・ブリッジ

A

●ネフスキーセントラル　●オクチャブリスカヤ　●ガイオット
●サンクトペテルブルグ　●ドストエフスキー　●ネフスキーアスター

●パークインプリバルチースカヤ　●パークインプルコフスカヤ
●モスクワ　●ネフスキー・ホテル・グランド・エナジー
●ホテル・ネフスキー・ブリーズ　●ゴールデン・トライアングル

ウラジオストク
L ●ロッテ　●アストリア　●アジムト（スーペリア）

A
●アムールスキー・ザリーフ　●エクワドル　　●ガヴァン　●プリモーリエ
●マリャーク　●ルネサンス　●ジェムチュージナ
●アジムト（スタンダード）　●シビルスコエ　●ベルサイユ　●アヴァンタ

国名 都市名 グレード ホテル名

ロシア

ハバロフスク
L ●アリ　●オリンピック　●ハバロフスクシティ　●パルス　●ソプカ　

●ロトス

A ●インツーリスト　●エロフェイ　●ツェントラリナヤ　●ハバロフスク
●ベルサイユ　●ツーリスト　●アムール　●サッポロ　●ヴェルバ

イルクーツク A ●アンガラ　●イルクーツクバイカル　●ヴィクトリア　●エヴローパ
●コートヤードマリオット　●デルタ　●インペリア

ユジノサハリンスク
L ●メガパレス　●サンタ・リゾート

A ●サッポロ　●ベルカ　●ガガーリン　●オリエンタル
●ラーダ　●モネロン●ロータス　●ユビレイナヤ

ウズベキ
スタン

タシケント A
●ウズベキスタン　●ショドリクパレス　●グランドプラザ　
●グランドミール　●シティ・パレス　●グランド・アート　
●ラデュス　●マリカ　●オアシス　アサカ

サマルカンド A ●マリカプライム　●シティ　●マリカクラシック　●シャヘレザダ　
●アジア　●グランドサマルカンド　●ザリナ　●バホール　●アルバ

ブハラ A
●アメリア　●ミンジファ　●コミル　●アイスト　●アスル
●アムレット　●キャラバン　●ザーガロン　●サーシャ＆ソン　●スルタン
●マリカ　ブハラ　●エミール　●カヴサー・プラザ　●クカルダシュ
●サロームイン　●ポルソ　●ニュー・ムーン　●ビビハヌム

ヒヴァ A ●マリカ　●ユーラシア　●コシャ・ダルヴォザ　●アルカンチ
●オリエント・スター　●シャムス　●ハヤト・イン

ウクライナ キエフ
S

●プレミアパレス　●ハイアット　●ラディソンサス　●ナショナル
●リビエラ　●ドニプロ（改装階）　●プレジデント　●ポドールプラザ
●インターコンチネンタル　●フェアモント

A
●ブラチスラバ　●ヘレスチャーチク　●キエフ　●リービジ
●スラヴチチ　●コザーツキー　●ドニプロ（スタンダード）　●ルーシ
●アンドレーエフスカヤ　●ウクライナ
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JIC
タイプライターテキスト
●ネプチューン

JIC
タイプライターテキスト
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8-9

＊表示の旅行代金は、2人部屋を2名様でご利用いただく場合の1
名様あたりの旅行代金です。 

＊旅行代金には、現地空港税等、日本国内での空港施設使用料、航
空会社の燃油サーチャージは含まれておりません。

＊このパンフレットに表示されている旅行代金には、特に記載のな
い限り航空券発券時に徴収することが義務付けられている空港
諸税(一部を除く)および本国内の空港施設使用料、乗継地の空
港諸税は含まれておりませんのでお客様のご負担となります。

＊複数の国や都市を訪問する日程では、空港諸税はその都度必要
となる場合があります。また、同じ旅程であっても使用する航空
便の経由する空港や都市の経路によりその合計額が異なる場合
があります。

＊請求書発行後に、燃油サーチャージが増額または減額、廃止され
た場合、増額分の追徴ならびに廃止を含む減額分の払い戻しが
あります。

＊各コースの航空機座席はエコノミークラスを利用しています。通
路側席・窓際席等のご希望にはお応えできません。また航空機の
座席配列により隣り合わせにならない場合があります。

＊あらかじめ便名が確定されている場合も航空会社のスケ
ジュール変更などに伴い、便名が変更される場合があります。
また記載されている発着時間は目安となりますのでお申し込
みの際にご確認ください。

＊運輸機関の遅延・不通・スケジュール変更・経路変更などにより、
旅行日程の変更、目的地滞在期間の短縮などが生じる場合があ
ります。このような場合、当社では責任を負いかねますが、可能
な限り当初の日程に沿ったサービスを手配すべく努力いたしま
す。上記免責の場合、お客様のご希望により当社が現地にて追
加手配をした場合、その追加代金をお支払いいただきます。

＊ヨーロッパ内の便は複数の都市での乗り継ぎになることがあ
ります。日本発および日本着の時間帯については利用する航
空会社によって変わります。また同じ航空会社によっても曜日
によって発着時間が変わることがあります。日程表には利用予
定の可能性の高い時間帯を目安に表示されています。そのた
め発着時間が午前から午後になったり、午後から午前になった
りすることがありますが、旅行代金の変更はありません。

＊ご利用の航空便は日本の最終出発地から海外の最初の到着地
と、海外の最終出発地から日本の最初の到着地間につきまして
はあらかじめ直行便、経由便又は乗継便の旨を明示し、ご用意
いたします。

＜直行便＞
出発地から目的地までの間に、
途中どの空港にも寄航しないフライト
＜経由便＞
出発地から目的地までの間で、
1ヶ所以上の空港に寄港するフライト
＜乗継便＞
出発地から目的地までの間で、いったん飛行機を降り、別の便へ
変更するフライト（ご利用航空会社・便などが変更になります）

＊日程表内の午前・午後などの表示は航空機・バスなどの移動時
間の目安となります。ホテル出発の時間はこれより早くなりま
すのでご注意ください。

＊航空機の中には、2社以上の航空会社がひとつの機材を共同で
運航するコードシェア便があります。

＊日本～ヨーロッパ間およびヨーロッパ域内の全ての路線では、
全ての航空会社が全席禁煙となります。

＊出国審査後など現地係員がお客様のお世話をできない場所で
航空機の発着時刻の変更や利用航空便の運休が生じる場合が
あります。その際は航空会社の地上係員の指示により行動して
いただきます。原則的に通関後の対応は航空会社側となり、現
地係員からの案内はいたしかねます。

＊鉄道の寝台列車をご利用いただく場合、シーツ代が別途現地に
て必要となり、お客様のご負担にてお支払いいただく場合があ
ります。

＊寝台列車は4名1室となり、他の方との相席（男女混同）となりま
す。シャワーはついておりませんのであらかじめご了承ください。

＊列車及び船舶の座席指定、車両指定はお受けできません。
＊「1名様でお申込の場合」、または「2名様以上でお申込時のホ

テル1人部屋ご利用の場合」でも、列車は4人部屋のご利用と
なります。

＊他都市での乗り継ぎはお客様ご自身で行っていただきます。最
終旅行日程表に同封する乗継案内をご覧ください。また航空便
のスケジュールの関係により、乗継時間が8－10時間となる場
合があります。

＊利用予定ホテルについては6ページのホテルリストをご参照くだ
さい。確定ホテルは最終日程表にてご案内いたします。お客様か
らのホテルの指定のご希望はお受けできませんのであらかじめ
ご了承ください。

＊旧ソ連のホテルはヨーロピアンスタイルが基本となっておりま
す。一般的にお部屋が狭くなりますのでご了承ください。特に1
人部屋(シングルルーム)は2人部屋（ツインルームまたはダブル
ルーム）に比べ手狭になる場合があります。

＊湿度が低く夏でも過ごしやすい旧ソ連（ウズベキスタンを除く）
は、クーラーのない場合があります。また、建物の構造上、部屋の
広さ、内装、調度品は画一ではありません。そのため同じツアー
でご旅行をしていただいている場合でも、全グループのお客様
に同一タイプ・同じ階のお部屋を提供できない場合があります。

＊各都市とも、バスタブ付のお部屋ではなくシャワーのみのお部屋
となる場合があります。特に明記のない場合、お部屋の展望およ
び階数は指定しておりません。

＊2人部屋は原則としてツインルーム(ベッド２つ)をご用意します。
ツインルームには2つのベッドマットが離れていないタイプのお
部屋も含まれます。またご夫婦・カップルでご参加の場合、キング
サイズまたはクイーンサイズの大型ベッド1台の「ダブルベッド
ルーム」となる場合があります。

＊1名様でお申し込みいただいた場合は、1人部屋のご利用となり
ます。またその場合「1名様でお申し込みの場合の追加料金」が
必要となります。

＊奇数人数でお申し込みの場合：他のお客様との相部屋はお受けし
ておりません。よって奇数人数でお申し込みのお客様は、どなた
かおひとりについては1人部屋をご利用いただきます。この場合、
各プランに記載の「1人部屋ご利用追加代金」をいただきます。

＊トリプルルーム（3名様で1部屋）ご利用について：トリプルルーム
ご利用は、お客様のお申込後のお手配となります。ご利用いただけ
る部屋には限りがあるため、結果としてご用意できない場合がござ
います。また旅行代金の割引はありません。トリプルルームは2人
部屋に簡易ベッドを入れて3名様でご利用いただくため手狭にな
ります。また簡易ベッドの搬入時刻は夜遅くなることがあります。

＊グループ・ご家族で2部屋以上ご利用いただく場合、ホテル側の事
情によりお隣または近くの部屋をご用意できない場合があります。

＊ホテルチェックインの際に国際電話やミニバー利用の補償とし
て国際クレジットカードの提示または現金でのデポジット(補償
金)をホテル側でお預かりする場合があります。

＊ホテルチェックアウト後、お荷物はホテル内の荷物預り所などを
ご利用いただけます。（3～5ドル相当の手数料が必要です。）

＊一般的にホテルチェックインは12：00～15：00、チェックアウト
は12：00までとなります。レイトチェックアウトをご希望の方は、
ツアーお申込み手続きの際にお申し出ください。別途料金にて
手配いたします。

＊ホテルチェックインの際に、外国人登録手数料（数ドル程度）およ
び予約料（5ユーロ程度）が必要となる場合があり、お客様のご
負担にてお支払いいただく場合があります。

＊空港・駅・ホテルでのポーター代金は含まれておりません。荷物の
移動はお客様ご自身でおこなっていただきます。ポーターをご利
用になる場合は、ポーター料・チップが必要です。

＊現地にて旅行を円滑に実施するために、日程表に記載の現地到
着日空港(または駅)でのお出迎え、ホテルのチェックイン、現地
事情のご案内を日本語係員がおこないます。

＊日本語係員は日本人とは限りません。
＊乗継空港では現地係員のご案内はありませんのでご自身で乗継

手続きをしていただきます。また航空機、列車などの移動中はお
客様自身での移動となります。

＊係員はホテルには同宿しませんので夜間および自由行動中の緊
急連絡は緊急連絡先または当社現地オフィスへの電話を通じて
の連絡となります。

＊市内観光は原則として日本語ガイドが行います。各日程表の記
載をご確認ください。

＊旧ソ連の流動的な事情により、交通機関・観光箇所などに急な変
更、休館、運休などが生じた場合は代替または当初の予定に最も
近い形の内容にて催行するよう努力いたします。事前のご理解と
ご協力をお願いいたします。

＊フリータイムの時間により、お申し込み可能なオプショナルツ
アーが限定されることがあります。お申し込み前にフリータイム
の時間をご確認ください。

＊各都市での観光は、施設の突然の休館、入場制限、交通事情、ま
た政府機関などからの突然の決定などの現地事情や天候、また
は受け入れ機関の都合により、観光箇所が変更また実施日が変
更になる場合があります。また、これにより自由行動時間などに
影響の出る場合もありますのでご了承ください。

＊日程表記載の空港・駅～ホテル間の送迎は、当社のほかのツアー
のお客様と混乗車利用となることがあります。

＊送迎ドライバーは荷物の運搬はいたしません。
＊空港でのチェックインおよび日本語係員のついていない都市で

のホテルチェックインはご自身で行っていただきます。
＊現地での自由行動中は日本語係員によるサービスは含まれてお

りません。お問い合わせ・緊急時の窓口となる現地連絡先は最終
日程表にてお知らせ致します。

＊航空予約の搭乗確認(リコンファーム)はお客様ご自身で行って
いただきます。搭乗確認（リコンファーム）が必要な航空会社は出
発前に連絡先をご案内いたします。

＊各種追加プランは本体にこれらを含め、全体として募集型企画
旅行として位置付けているものです。この場合、当該代金はお支
払い対象旅行代金の一部となりこの部分の取り消しの際は取消
料の対象として扱います。また各種プランの手配ができなかった
際にツアー本体を取り消される場合にも通常の取消料が発生し
ますのでご注意ください。

＊お客様のご希望により、
パンフレットに表示された
以外の延泊や現地係員、
車やレストランなどの各
種の追加手配をお受けす
ることがありますが、この
場合の旅行契約形態はお
客様と当社との間の手配
旅行契約となり、当該手
配の手数料については旅
行業務取り扱い料金を申
し受けます。

＊当社は追加手配は可能な
限りお受けしますが、現地
の事情によりお受けでき
ないことがあります。それ
を理由に取り消しをされ
る場合でも、まるごとプラ
ン本体の取消料はかかり
ます。

＊お客様の便宜を図るため、移動中にトイレ休憩をかねておみやげ
物店にご案内する場合があります。ご購入はお客様ご自身の責
任でお願いいたします。当社ではお客様がご購入された品物の
交換や返品・返金などのお手伝いはいたしかねますのでご購入の
際は商品の確認、レシートの受け取りなどを必ず行ってくださ
い。ご購入に際するトラブルや購入した商品に関するトラブルに
ついて、当社は一切責任を負いかねますので、あらかじめご了承
ください。

＊ワシントン条約により日本への持込が禁止されているものや、ロ
シア・旧ソ連地域の法令により持ち出し禁止または制限されてい
るものがありますので、ご購入の際はくれぐれもご注意くださ
い。

＊付加価値税などの払い戻し(免税)を受けられる場合は、払い戻し
を受ける対象のご購入品をかならず手荷物としてお手元にご用
意頂き、その手続きはお客様自身にて方法を確認の上、お客様
の責任において行ってください。

＊旅行代金には、日程表に明示された食事の代金は含まれておりま
すが、お客様が個人的に注文された飲み物や追加料理の料金お
よびその税金、サービス料、チップはお客様のご負担となります。

＊日程表に明示された食事回数には、機内食は含まれておりませ
ん。ご利用便により機内食が軽食となる場合や提供されない場
合、ホテル・レストランの食事となる場合がございますが、いずれ
の場合も旅行代金の変更はございません。

＊渡航先(国または地域)によっては、外務省「海外危険情報」など、
国・地域の渡航に関する情報が出されている場合があります。お
申し込みの際にご確認ください。

外務省海外安全ホームページ
http//www.anzen.mofa.go.jp　
＜または外務省　電話番号　03-3580-3311(代表)＞

＊渡航先の衛生状況については「厚生労働省海外渡航者のための
感染症情報」ホームページ(http://www.forth.go.jp)でご確認
ください。

＊海外では万一の事故や病気のとき、思いもかけぬほどの費用が
かかるものです。ご旅行をより安心できるものにするため、お客
様ご自身で十分な旅行保険(疾病・傷害・盗難等)に加入されるこ
とをお勧めします。

お客様の責任について
＊お客様は旅行開始後に契約書面に記載された旅行サービスにつ

いて記載内容と異なるものと認識したときは、旅行地において速
やかに当社、当社の手配代行者または旅行サービス提供者にそ
の旨を申し出なければなりません。

＊旅行中に事故などが生じた場合は、直ちに最終日程表でご案内
しております現地緊急連絡先にお知らせください。

紛失・盗難のご注意
＊ホテルの部屋に貴重品を置

いたままでかけるのは危険で
す(客室のセーフティボックス
も安全とは限りません)。また
夜間の外出は十分ご注意く
ださい。

＊パスポートを盗難・紛失等さ
れますと、再発給までの手続
きに相当の時間を要します。
その間の手続き費用・滞在費
用・移動費用などは全てお客
様のご負担になります。 ▲グム百貨店（モスクワ）

▲ペテルゴーフ

※写真はすべてイメージです。

イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン

（　
　
　
　   　
　  

）

ロ
シ
ア
モ
ス
ク
ワ・サ
ン
ク
ト

ペ
テ
ル
ブ
ル
グ
方
面

旅
行
条
件 

他



（募集型企画旅行）

1．募集型企画旅行契約 

（１）　この旅行は、ジェーアイシー旅行センター株式会社（東京都新宿区四谷
2-14-8 観光庁長官登録旅行業第1715号、以下「当社」という。）が企画・募
集し実施する企画旅行であり、この旅行に参加されるお客様は、当社と企画旅
行契約（以下「旅行契約」といいます。）を締結することになります。
（２） 旅行契約の内容・条件は、募集広告・パンフレット（以下「募集広告等」といいま
す。）旅行条件書、ご出発前にお渡しする確定書面（以下「最終旅行日程表」といいま
す。）及び募集型企画旅行契約約款（以下「当社約款」といいます。）等によります。   
（３）　当社は、お客様が当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関その他
の旅行に関するサービス（以下「旅行サービス」といいます。）の提供を受ける
ことができるように、手配し、旅程管理することを引き受けます。
 
2．旅行のお申込み

（１）　当社又は当社の受託営業所（以下、「当社ら」といいます。）にて 当社所定の
旅行申込書に所定の事項を記入のうえ、下記の申込金を添えてお申込みいただき
ます。申込金は旅行代金をお支払いいただくときにその一部として繰り入れます。  
＊旅行申込書にローマ字氏名をご記入時には必ずパスポートに記載されてい
る通りにご記入ください。旅券と異なったご氏名の場合、航空・宿泊機関等より
同一人物とみなされず、旅行契約を解除される場合があります。この場合、所
定の取消料をいただきます。
（２）　当社らは電話、郵便及びファクシミリその他の通信手段による旅行契約
の予約申込みを受付けることがあります。この場合、契約は予約の時点では成
立しておらず、当社らが予約の承諾の旨を通知した日の翌日から起算して５日
以内に（出発の30日前以降は３日以内に）、申込書の提出と申込金の支払いを
していただきます。この期間内に申込書の提出と申込金の支払いがなされな
い場合、当社らは申込みはなかったものとして取り扱います。
（３）　申込金 
申込金は「旅行代金」、「取消料」、「違約金」のそれぞれに一部又は全部として
取り扱います。また第４項に定めた旅行契約成立前に、お客様がお申込みを撤
回されたときは、お預りしている申込金を全額払い戻します。 

※ フライ＆クルーズ約款および募集型ペックス約款の場合はこの限りではありません。
※ ただし、特定期間、特定コースにつきましては、上記とは異なる場合がありま
す。その場合、別途パンフレット等により定めるところによります。  
※ 上記表内の「旅行代金」とは、第８項の「お支払対象旅行代金」をいいます。
（４）　お申込みの段階で、満席、満室その他の事由で旅行契約の締結が直ち
にできない場合は、当社らは、お客様の承諾を得てお客様を「キャンセル待ち
のお客様」として登録し、予約可能となるよう、手配努力することがあります。こ
の場合でも当社らは申込金を「お預り金」として申し受けます。ただし、「当社ら
が予約が可能となった旨を通知する前にお客様よりキャンセル待ち登録の解
除のお申し出があった場合」又は「結果として予約ができなかった場合」は、当
社らは当該お預かり金を全額払い戻します。
（５）　当社らは同一コースにおいて、参加しようとする複数のお客様（団体・グ
ループを含む）が責任ある代表者を定めたときは、その方を契約責任者として、
旅行契約のお申込み・締結・解除等に関する一切の代理権を有しているものとみ
なし、その団体にかかわる取引は当該代表者との間で行なうことがあります。  

3．申込み条件

（１）　お申込み時点で20歳未満の方は、保護者の同意書が必要です。 
（２）　旅行開始時点で15歳未満の方は、保護者の同行が必要とさせていただ
く場合があります。 
（3）　慢性疾患をお持ちの方、現在健康を損なっていらっしゃる方、妊娠中の
方、心身に障害をお持ちの方などで、特別の配慮を必要とする方は、その旨旅
行のお申込み時にお申し出ください。当社は可能かつ合理的な範囲でこれに応
じますが、医師の健康診断書を提出していただく場合もあります。なお、お客様
からのお申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費
用はお客様の負担とします。また、現地事情や関係機関等の状況などにより、旅
行の安全かつ円滑な実施のために介助者／同伴者の同行などを条件とさせて
いただくか、あるいはご参加をお断りさせていただく場合があります。 
（4）　ご旅行の内容（高地を含む旅行等）により、健康アンケートへのご記入を
お願いする場合があります。
（５）　お客様がご旅行中に疾病、傷害その他の事由により、医師の診断又は加
療を必要とする状態になったと当社らが判断する場合は、旅行の円滑な実施を
図るため必要な措置をとらせていただきます。これにかかる一切の費用はお客
様のご負担になります。 
（６）　お客様のご都合による別行動は原則としてできません。ただし、当社らが手
配旅行契約で別途料金をお支払いいただく条件でお受けすることもあります。 
（７）　お客様のご都合により旅行の行程から離脱される場合は、その旨及び復
帰の有無、復帰の予定日時等の連絡が必要です。 
（８）　お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は企画旅行の円滑な実施を妨げ
るおそれがあると当社らが判断する場合は、ご参加をお断りする場合があります。 
（９）  日本以外の国籍をお持ちのお客様は別途の手続・手配等が必要となる場
合がありますので、必ずお申込み時にお申し出ください。 
(10)お客様が、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業又
は総会屋等その他の反社会的勢力であると認められる場合は、ご参加をお断
りする場合があります。
(11)お客様が、当社に対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関し
て脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為またはこれらに準ずる行為を行っ
た場合は、ご参加をお断りする場合があります。
(12)お客様が、風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて当社の信用を
毀損し若しくは当社の業務を妨害する行為又はこれらに準ずる行為を行った場
合は、ご参加をお断りする場合があります。
(13)その他当社の業務上の都合により、ご参加をお断りする場合があります。

4．お客様との契約の成立時期

旅行契約は、当社らが締結の承諾をし、2項（３）の申込金を受理した時に成立
します。具体的には次によるものとします。
（１）　店頭または訪問販売の場合は、当社らが申込金を受理した時。
（２）　第２項（１）（２）の電話による旅行契約の予約申込みの場合、旅行契約は当
社らが予約の承諾をし、申込金を受理したときに成立いたします。 
（３）　第２項（２）の郵便及びファクシミリその他の通信手段による旅行契約の
予約申込みの場合、旅行契約は、申込金のお支払い後、当社らがお客様との旅
行契約を承諾する通知を出したときに成立いたします。 
（４）　第２項（４）の場合で、キャンセル待ちのお客様の場合の契約成立は、お
客様から当該申込の撤回のご連絡がなく、かつ当社らが、予約可能となった旨
の通知を行なったときに成立するものとします。この場合、当社らが既にお預
かりしているお預かり金は、この時点で正式に受理したものとみなします。 
（５）　当社指定の銀行口座への申込金の振り込みがあった場合には、銀行の発行
する振込金領収書を持って当社らの発行する領収書に代えさせていただきます。 

5．契約書面と最終旅行日程表（確定書面）のお渡し

（１）　当社らは、旅行契約成立後速やかにお客様に、旅行日程、旅行サービス
の内容その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した契約書面を
お渡しします。契約書面はパンフレット、本旅行条件書により構成されます。但
し、パンフレット記載の日程は手配可能となった場合に限り、契約書面の一部と
読み替えます。 

（２）　本項（１）の契約書面を補充する書面として、当社はお客様に、集合時刻・
場所、利用運送機関、宿泊機関等に関する確定情報を記載した「最終旅行日程
表」を遅くとも旅行開始日の前日までにお渡しします。ただし、お申込みが旅行
開始日の前日から起算してさかのぼって７日前以降の場合、旅行開始日当日ま
でにお渡しすることがあります。お渡し方法には、郵送を含みます。また、お渡し
期日前であってもお問い合わせいただければ当社は手配状況についてご説明
いたします。当社が手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、
最終日程表に記載するところに特定されます。

6．お客様が出発までに実施する事項

（１）　旅券・査証について
（日本国籍以外の方は、自国の領事館、渡航先国の領事館、入国管理事務所に
お問合せください。）
①旅券（パスポート）:　このパンフレット記載のコースで訪問する各国の入出
国にあたっては各国により決められた「旅券の残存有効期間」が必要となりま
す。ご訪問予定国の残存期間をご確認ください。
②査証（ビザ）：ロシア、ウズベキスタンなど査証の事前取得が必要となります。
現地にて取得をしていただく国もございます。
　現在お持ちの旅券が今回のご旅行に有効か、また査証取得の要否をご自身
で必ずお確かめください。通常、1カ国につき１ページの旅券の空白ページが
必要です。現地にて取得予定の査証も含め、空白ページが足りない場合は事前
にページの増補を行なってください。
③渡航手続き
ご旅行に要する旅券・査証・再入国許可及び各種証明書の取得及び出入国手続
書類の作成等はお客様ご自身の責任で行なっていただきます。ただし、当社ら
は所定の料金を申し受け、別途契約として渡航手続きの一部又は全部の代行
を行います。この場合、当社らはお客様ご自身に起因する事由により旅券・査証
等の取得ができなくてもその責任は負いません。なお、当社ら以外の旅行業者
に渡航手続きを依頼された場合は、渡航手続きの業務にかかわる契約の当事
者は当該取扱旅行業者となります。
（２）　保健衛生について
渡航先の衛生状況については、厚生労働省「検疫感染症情報」ホームページ：
http://www.forth.go.jp/　電話番号　03-5253-1111（代表）でご確認
ください。
（３）　海外危険情報について
渡航先（国又は地域）によっては、外務省「海外危険情報」など、国、地域の渡航
に関する情報が出されている場合があります。お申込みの際に当社らにより
「海外危険情報に関する書面」をお客様の求めに応じお渡しいたします。また、
外務省「外務省海外安全ホームページ：http://www.anzen.mofa.go.jp」「外務
省　電話番号　03-3580-3311（代表）」でもご確認ください。
（４）　渡航先に「海外危険情報」が発出された場合の催行中止について
旅行のお申込み後、旅行の目的地に「海外危険情報」が発出された場合は、当
社は、旅行契約の内容を変更又は解除することがあります。外務省「海外危険
情報」が「渡航の是非を検討してください」以上の危険情報が発出された場合
は、当社は旅行の催行を中止する場合があります。その場合は旅行代金を全額
返金します。ただし、当社が安全に対し適切な措置が取られると判断して、旅行
を催行する場合があります。この場合にお客様が旅行を取りやめられると当社
は所定の取消料をいただきます。

7．旅行代金のお支払い期日

（１）　旅行契約成立後、旅行代金は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって
２１日目（以下「基準日」といいます。）にあたる日より前にお支払いいただきます。 
（２）　基準日以降にお申込みされた場合は、申込時点又は旅行開始日前の当
社らが指定する期日までにお支払いいただきます。
 
8．お支払対象旅行代金

「お支払対象旅行代金」とは、募集広告またはパンフレット等に「旅行代金とし
て表示した金額」プラス「追加代金として表示した金額」マイナス「割引代金と
して表示した金額」をいいます。この合計金額は第２項（３）の「申込金」、第１５
項（１）①の「取消料」、第１５項（１）②の「違約料」、第２６項の「変更補償金」の
額の算出の際の基準となります。 
注：当社からのご請求金総額は、上記の旅行代金に第１０項のうち査証料、空港
税など必要項目を加算したものとなります。

9．旅行代金に含まれるもの

（１）　旅行日程に明示した航空、船舶、鉄道等利用運送機関の運賃・料金（この
運賃・料金には、運送機関の課す付加運賃・料金｛原価の水準の異常な変動に対
応するため、一定の期間及び一定の条件下に限りあらゆる旅行者に一律に課
せられるものに限ります。｝を含みません。） 
（２）　旅行日程に含まれる送迎バス等の料金。
（３）　旅行日程に明示した観光の料金。（バス等料金・ガイド料金・入場料等。）
（４）　旅行日程に明示した宿泊の料金及び税・サービス料金。（パンフレット等
に特に別途の記載がない限り２人部屋に２人ずつの宿泊を基準とします。） 
（５）　旅行日程に明示した食事の料金（飲み物・機内食は除外）及び税・サービ
ス料金。 
（６）　添乗員同行コースの場合の添乗員の同行費用。
※上記費用はお客様のご都合により、一部利用されなくても、原則として払戻
しはいたしません。

10．旅行代金に含まれないもの

前第９項のほかは旅行代金に含まれません。その一部を例示します。
（１）　超過手荷物料金（特定の重量・容量・個数を超える分について。航空機エ
コノミークラス利用の場合は通常２０キロを超える超過手荷物） 
（２）　現地でのポーター代など手荷物の運搬料金。（日程に特に明記した場合
を除きます。）
（３）　クリーニング代、電報電話代、ホテルのボーイ・メイド等に対する心付け、
その他追加飲料等個人的性質の諸経費及びそれに伴う税・サービス料。 
（４）　傷害、疾病に関する医療費 
（５）　お客様が任意で加入される海外旅行保険。　
（６）　渡航手続関係諸費用（旅券印紙代・証紙料金・査証料・予防接種料金・渡航
手続代行に対する旅行業務取扱料金等。） 
（７）　日本国内における自宅から発着空港等集合・解散地点までの交通費及び
旅行開始日の前日、旅行終了日当日等の宿泊費。 
（８）　日本国内の空港を利用する場合の空港施設使用料、空港税・出国税及び
これに類する諸税。
（９）　日本国外の空港税・出国税及びこれに類する諸税。 
（１０）　各航空会社等運送機関の課す付加運賃、料金。
（１１）　ご希望者のみ参加されるオプショナルツアー（別途料金の小旅行）の
料金。 

１１．追加代金及び割引代金 

（１）　第８項でいう｢追加代金｣は、以下の代金をいいます。
（あらかじめ｢旅行代金｣の中に含めて表示した場合を除きます。） 
①　１人部屋を使用される場合の追加代金。（大人・子供一律1名様の代金です。）
※１名様参加または奇数人数様参加での奇数人数分のお部屋は、原則として１
人部屋利用にて追加代金を承ります。
②　１名参加の追加代金。２名以上参加の料金設定・表示の場合で、特に１名で
の催行の場合の追加代金（この場合、１名部屋利用代金を含む）
③　パンフレット等でホテル又は部屋タイプのグレードアップのための追加代金。 
④　ホテルの宿泊延長のための追加代金。 

⑤　航空会社指定ご希望をお受けした場合の追加代金。 
⑥　航空座席のクラス変更に要する運賃差額。 
⑦　その他パンフレット等で「○○○○追加代金」と称するもの。 
（２）　第８項でいう｢割引代金｣は、以下の代金をいいます。
パンフレット等で｢○○割引代金｣と称するもの。割引優待券等（あらかじめ、割
引後の旅行代金を設定した場合を除きます。） 

12．旅行契約内容の変更

当社らは旅行契約締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等
のサービス提供の中止、官公署の命令、当初の運航計画によらない運送サー
ビスの提供その他当社らの関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の
安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、お客様にあらかじめ速や
かに当該事由が当社の関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関
係を説明して旅行日程、旅行サービスの内容を変更することがあります。ただ
し、緊急の場合においてやむを得ないときは変更後にご説明いたします。 

13．旅行代金の額の変更

当社らは旅行契約締結後には、次の場合を除き旅行代金及び追加代金、割引
代金の額の変更は一切いたしません。
（１）　利用する運送機関の運賃・料金が著しい経済情勢の変化等により、企画
旅行の募集の際に明示した時点において有効なものとして公示されている運
賃・料金に比べて、通常想定される程度を大幅に越えて改訂されたときは、その
改訂差額だけ旅行代金を変更いたします。ただし、旅行代金を増額変更すると
きは旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目にあたる日より前に
お客様に通知いたします。 
（２）　当社らは本項（１）の定める適用運賃・料金の大幅な減額がなされるとき
は本項（１）の定めるところにより、その減少額だけ旅行代金を減額します。 
（３）　旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用が減少したときは、当社ら
はその変更差額だけ旅行代金を減額します。
（４）　前項により旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用が増加したとき
は、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部
屋その他の諸設備の不足が発生したことによる変更の場合を除き、当社らは
その変更差額だけ旅行代金を変更します。
（５）　当社らは、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契
約書面に記載した場合、旅行契約の成立後に当社らの責任に帰すべき事由に
よらず当該利用人員が変更になったときは、契約書面に記載した範囲内で旅行
代金を変更します。 例:　奇数人数でお申込みの場合に１人部屋を利用するお
客様から１人部屋追加代金を申し受けるとした旅行にあって、複数で申し込ん
だお客様の一方が契約を解除したために他のお客様が1人部屋となったとき
は、契約を解除したお客様から取消料を申し受けるほか、1人部屋を利用する
お客様から1人部屋追加代金を申し受けます。

14．お客様の交替

（１）　お客様は当社らの承諾を得て、契約上の地位を、当該お客様が指定した
第三者に譲渡することができます。ただし、この場合、お客様は所定用紙に所定
の事項を記入の上、当社らに提出していただきます。この際、お1人あたり１万
円いただきます。なお当社らは、交替をお断りする場合があります。 
（２）　契約上の地位の譲渡は、本項（１）の承認を得て、かつ手数料を当社らが
受理したときに効力を生じ、以後、旅行契約上の地位を譲り受けた第三者が、こ
の旅行契約に関する一切の権利及び義務を継承することとなります。 

15．旅行契約の解除・払い戻し

（１）　旅行開始前 
①　お客様の解除権 
ア.　お客様は別表第一に定める取消料をお支払いいただくことにより、いつ
でも旅行契約を解除することができます。ただし、契約解除のお申し出は、当社
らの営業時間内にお申込みの営業所にてお受けいたします。 
イ.　旅行契約成立後にコースまたは出発日を変更された場合も下記の取消
料の対象となります。 
ウ.　各種ローンの取扱手続き上及びその他渡航手続き上の事由による、旅行
契約解除の場合も上記の取消料の対象になります。 
エ.　お客様は次の各a-eに該当する場合は、取消料なしで旅行契約を解除で
きます。 
ａ.　当社によって契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が第26項別表
に掲げるもの、その他の重要なものである場合に限ります。 
ｂ.　第13項に基づき、旅行代金が増額改訂されたとき。 
ｃ.　天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の
命令その他の事由が生じた場合において旅行の安全かつ円滑な実施が不可
能となり、又は、不可能になるおそれがきわめて大きいとき。 
ｄ.　当社らがお客様に対し、第５項（２）に記載の最終旅行日程表を同項に規定
する日までにお渡ししなかったとき。 
ｅ.　当社らの責に期すべき事由により契約書面に記載した旅行日程に従った
旅行実施が不可能になったとき。 
オ.　当社らは、本項（１）①ア、イ、ウにより旅行契約が解除されたときは、既に
収受している旅行代金（あるいは申込金）から所定の取消料を差し引き払い戻
しをいたします。取消料が申込金で賄えないときは、その差額を申し受けます。

②　当社の解除権 
ア.　お客様が第7項に規定する期日（ご出発の21日前）までに旅行代金を支
払われないときは、当社らは旅行契約を解除することがあります。このときは、
本項（１）①に規定する取消料と同額の違約料をお支払いいただきます。 
イ.　次の各a-iに該当する場合は、当社はお客様に理由を説明して旅行契約を
解除することがあります。 
ａ.　お客様が当社のあらかじめ明示した性別・年齢・資格・技能その他旅行条件
を満たしていないことが明らかになったとき。 
ｂ.　お客様が病気・必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐え
られないと認められたとき。
c.　お客様が契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。

d.　お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げ
るおそれがあると認められたとき。 
e.　お客様の人数が募集広告等に記載した最少催行人員に満たないとき。
この場合は、４/２７～５/６、７/２０～８/３１、１２/２０～１/７に旅行開始するとき
は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって33日前に当たる日より前に、
また同期間以外に旅行を開始するときは、旅行開始の前日から起算してさかの
ぼって23日目に当たる日より前に旅行中止のご通知をいたします。
f.　スキーを目的とする旅行における降雪量の不足のように、当社があらかじ
め明示した旅行実施条件が成立しないとき、あるいはそのおそれが極めて大
きいとき。
g.　天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の
命令その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、パンフレットに記
載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可
能となるおそれが極めて大きいとき。 
h.　第６項（４） の定めによる場合　
i.　旅行先に外務省の海外危険情報の「渡航の延期をお勧めします」あるいは
「退避を勧告します」が発出されたとき。
j.　お客様が第3項10号から12号までのいずれかに該当する事が判明した場合。
ウ.　当社らは本項（１）②アにより旅行契約を解除したときは、既に収受してい
る旅行代金（あるいは申込金）から違約料を差し引いて払い戻しいたします。 
（２）　旅行開始後の解除・払い戻し
①　お客様の解除・払い戻し
ア.　お客様のご都合により旅行契約を解除又は一時離脱された場合は、お客
様の権利放棄とみなし、一切の払い戻しはいたしません。 
イ.　旅行開始後であっても、お客様の責に帰さない事由により契約書面に記載
した旅行サービスの提供を受けられなくなった場合には、お客様は、当該不可能
になった旅行サービス提供にかかわる部分の契約を、取消料を支払うことなく
一部解除することができます。この場合、当社は旅行代金のうち、不可能になっ
た当該旅行サービスの提供にかかわる部分をお客様に払い戻しいたします。 
②　当社の解除・払い戻し 
ア.　旅行開始後であっても、次の各a-eに該当する場合は、当社はお客様にあ
らかじめ理由を説明して、旅行契約の全部又は一部を解除することがありま
す。 ａ.　お客様が病気、必要な介助者の不在、その他の事由により、旅行の継
続に耐えられないと認められるとき。 
ｂ.　お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員その他のものによ
る当社の指示への違背、これらの者または同行する他の旅行者に対する暴行
または脅迫等により団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施
を妨げるとき。 
ｃ.　天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命
令その他の当社の関与し得ない事由により旅行の継続が不可能になったとき。 
d.　第６項（４） の定めによる場合　
e.　旅行先に外務省の海外危険情報の「渡航の延期をお勧めします」あるいは
「退避を勧告します」が発出されたとき。
f.　お客様が第3項10号から12号までのいずれかに該当する事が判明した場合。
イ.　解除の効果及び払い戻し
本項（２）②アに記載した事由でお客様または当社が旅行契約を解除したと
きは、本項（１）①アによりお客様が取消料を支払って旅行契約を解除する
場合を除き、契約を解除したためにその提供を受けられなかった旅行サー
ビスの提供者に対して、取消料、違約料その他の名目で既に支払い、又は支
払わなければならない費用があるときは、これをお客様の負担とします。こ
の場合、当社は旅行代金のうち、お客様がいまだその提供を受けていない
旅行サービスにかかわる部分の費用から当社が当該旅行サービス提供者
に支払い又はこれから支払う違約料その他の名目による費用を差し引いて
払い戻しいたします。 
ウ.　本項（２）②アのa、cにより当社が旅行契約を解除したときは、お客様
のお求めに応じてご負担で出発地に戻るための必要な手配をいたします。 
エ.　当社が本項（２）②アの規定に基づいて旅行契約を解除したときは，当
社とお客様との間の契約関係は，将来に向かってのみ消滅します。すなわち
お客様が既に提供を受けた旅行サービスに関する当社の債務については、
有効な弁済がなされたものとします。
 
16．旅行代金の払い戻しの時期

当社らは「第13項の（２）（３）（５）の規定により旅行代金を減額した場合」、｢前
項の規定によりお客様もしくは当社が旅行契約を解除した場合｣でお客様に対
し払い戻すべき金額が生じたときは，旅行開始前の解除による払い戻しにあっ
ては、解除の翌日から起算して７日以内に、旅行代金の減額又は旅行開始後の
解除による払い戻しにあってはパンフレットに記載した旅行終了日の翌日から
起算して３０日以内に、お客様に対し当該金額を払い戻しいたします。 
本項の規定は、第２２項（当社の責任）又は第２４項（お客様の責任）で規定する
ところにより、お客様又は当社らが損害賠償請求権を行使することを妨げるも
のではありません。
 
17．団体・グループ契約　　契約責任者

当社は、同じ行程を同時に旅行する複数の旅行者がその責任ある代表者（以
下、「契約責任者」といいます。）を定めて申し込んだ募集型企画旅行の契約の
締結については、本旅行条件書の規定を適用します。
（１）　当社は、特約を結んだ場合を除き、契約責任者はその団体・グループを
構成する旅行者（以下、「構成者」といいます。）の募集型企画旅行契約の締結
に関する一切の代表権を有しているものとみなし、当該団体・グループに係わ
る旅行業務に関する取引は、当該契約者との間で行います。
（２）　契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に提出しな
ければなりません。
（３）　当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、または将来負うことが
予想される債務又は義務については、何ら責任を負うものではありません。
（４）　当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後にお
いては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。

18．旅程管理

当社は、旅行者の安全かつ円滑な旅行の実施を確保することに努力し、お客様
に対し次に掲げる業務を行います。ただし、当社がお客様とこれと異なる特約
を結んだ場合、この限りではありません。 
（１）　お客様が旅行中旅行サービスを受けることができないおそれがあると
認められるときは、旅行契約にしたがった旅行サービスの提供を確実に受けら
れるために必要な措置を講ずること。 
（２）　本項（１）の措置を講じたにもかかわらず、契約内容を変更せざるをえな
いときは、代替サービスの手配を行なうこと。この際旅行日程を変更するとき
は、変更後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨にかなうものとなるよう努める
こと。また、旅行サービスの内容を変更するときは、変更後の旅行サービスが
当初の旅行サービスと同様のものとなるよう努めることなど、契約内容の変更
を最小限にとどめるよう努力すること。

19．当社の指示

お客様は、旅行開始後旅行終了までの間、企画旅行参加者として行動していた
だくときは自由行動時間中を除き、旅行を安全かつ円滑に実施するための当
社らの指示に従っていただきます。 

20．添乗員または手配代行者

（１）　添乗員の同行の有無はパンフレットに明示いたします。 
（２）　添乗員の同行する旅行にあっては添乗員が、添乗員が同行しない旅行に
あっては旅行先における現地係員が旅行を安全かつ円滑に実施するための必
要な業務及びその他当社らが必要と認める業務の全部又は一部を行います。 
（３）　添乗員が同行しない旅行にあっては、現地において当社が手配を代行さ
せる者（以下「手配代行者」といいます。）により行なわせ、その者の連絡先を最
終旅行日程表に明示いたします。 
（４）　添乗員の業務は原則として、８時から２０時までといたします。 

21．保護措置

当社は、旅行中の旅行者が、疾病、傷害等により保護を要する状態にあると認
めたときは、必要な措置を講じることがあります。この場合において、これが当
社の責に帰すべき事由によるものでないとき、当該措置に要した費用は旅行
者の負担とし、旅行者は当該費用を当社が指定する期日までに当社の指定す
る方法で支払わなければなりません。

22．当社の責任および免責事項

（１）　当社は企画旅行契約の履行にあたって、当社又は当社が手配を代行さ
せた者（以下「手配代行者」といいます。）の故意又は過失により、お客様に損害
を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償いたします。（損害発生の翌日
から起算して２年以内に当社に対して通知があった場合に限ります。） 
（２）　お客様が次に例示するような事由により、損害を被られた場合におきま
しては、当社は原則として本項（１）の責任を負いません。 
①　天災地変、動乱、暴動、又はこれらのために生じる旅行日程の変更若しくは
旅行の中止。 
②　運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、又はこれらのために生じる旅行
日程の変更もしくは旅行の中止。 
③　官公署の命令、外国の出入国規制、伝染病による隔離又はこれらによって
生じる旅行日程の変更、旅行の中止。 
④　自由行動中の事故。 
⑤　食中毒。 
⑥　盗難・詐欺等の犯罪行為。 
⑦　運送・宿泊機関の遅延・不通・スケジュール変更・経路変更など又はこれらに
よって生じる旅行日程の変更・目的地滞在時間の短縮。
⑧　その他、当社の関与しない事由。 
（３）　手荷物について生じた本項（１）の損害につきましては、本項（１）の規定
にかかわらず、損害発生の翌日から起算して２１日以内に当社に対して申し出
があった場合に限り、旅行者１名につき１５万円を限度（当社に故意又は重大な
過失がある場合を除きます。）として賠償いたします。  

23．特別補償

（１）　当社は、前項（１）の当社らの責任が生じるか否かを問わず、当社募集型
企画旅行約款の特別補償規定により、お客様が企画旅行参加中に偶然かつ急
激な外来の事故によって身体に障害を被ったときに、お客様又はその法定相続
人にあらかじめ定める額の死亡補償金、後遺障害補償金及び入院見舞金およ
び通院見舞金をお支払いいたします。＜死亡補償金として２,５００万円、入院見
舞金として入院日数により４万円～４０万円、通院見舞金として通院日数により
２万円～１０万円、携行品に関わる損害補償金（１５万円を限度、ただし一個ま
たは一対についての補償限度額は１０万円）を支払います。ただし、現金、クレ
ジットカード、貴重品、撮影済みのフィルム、その他当社約款特別補償規定第１
８条２項に定める品目については補償いたしません。＞ 
ただし、日程表において、当社の手配による旅行サービスの提供が一切行なわ
れていない旨が明示された日については、当該日にお客様が被った損害につ
いて補償金が支払われない場合を明示した場合に限り、「当該旅行参加中」と
はいたしません。
（２）　お客様が企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運
転、疾病等の他、企画旅行に含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビン
グ、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機（モーターグライダー、マイクロライ
ト機、ウルトラライト機等）搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危
険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項（１）の補償金及び見
舞金をお支払いいたしません。
（３）　当社が前項（１）の責任を負うことになったときは、この補償金は、当社が
負うべき損害賠償金の一部又は全部に充当します。 
（４）　当社は求めに応じてお客様が本旅行の日程から離れて行動するための
手配を受けることがありますが、この場合当該別行動の旅行は手配旅行契約
に基づくものとなり、本項特別補償の適用はありません。 

24．お客様の責任

（１）　お客様の故意、過失、法令・公序良俗に反する行為、もしくはお客様が当
社約款の規定を守らないことにより当社が損害を受けた場合は、当社はお客
様から損害の賠償を申し受けます。 
（２）　お客様は当社から提供される情報を活用し、契約書面に記載された旅行
者の権利義務その他の旅行契約の内容について理解するよう努めなければな
りません。お客様は旅行開始後に記載された旅行サービスについて、記載内容
と異なるものと認識したときは旅行地において速やかに当社、当社の手配代行
者又は旅行サービスの提供者にその旨を申し出なければなりません。

25．オプショナルツアー又は情報提供

（１）　当社の募集型企画旅行参加中のお客様を対象として、別途の参加料金
を収受して当社が企画・実施する募集型企画旅行（以下「オプショナルツアー」
といいます。）の第２３項（特別補償）の適用については、当社は、主たる募集型
企画旅行契約の内容の一部として取り扱います。 
（２）　オプショナルツアーの企画・実施が当社以外の現地法人である旨をパン
フレットで明示した場合には、当社は当該オプショナルツアー参加中にお客様
に発生した第２３項（特別補償）で規定する損害に対しては、当社は同項の規定
に基づき損害賠償金を支払います。ただし、当該オプショナルツアーの催行に
かかわる企画・実施者の責任及びお客様の責任は、すべて、当該オプショナルツ
アーが催行される現地法人及び当該企画・実施者の定めに拠ります。 
（３）　当社は、パンフレット等で「単なる情報提供」として可能なスポーツ等を
記載した場合、その旨を明示します。この場合、当該可能なスポーツ等に参加
中にお客様に発生した損害に対しては、当社は第２３項（特別補償）の規定は適
用しますが、それ以外の責任は負いません。
 
26．旅程保証

（１）　当社は、別表第二に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合（ただし
次の①②で規定する変更を除きます。）は、第８項で定める「お支払対象旅行代
金」に次表に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を旅行終了日の翌日か
ら起算して３０日以内にお客様に支払います。ただし、当該変更事項について当
社に第２２項（１）の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変
更補償金としてではなく、損害賠償金の全部又は一部として支払います。 
①　次に掲げる事由による変更の場合は、当社は変更補償金を支払いません。
（ただし、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座
席・部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる変更の場合は変更補償
金を支払います。） 
ア.　旅行日程に支障をもたらす悪天候・天災地変。 
イ.　戦乱。 
ウ.　暴動。 
エ.　官公署の命令。 
オ.　欠航、不通、休業等運送・宿泊機関等のサービスの提供の中止。 
カ.　遅延、運送スケジュールの変更等当初の運行計画によらない運送サービ
スの提供。 
キ.　旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置。 
②　第１５項の規定に基づき旅行契約が解除されたときの当該解除された部
分にかかわる場合、当社は変更補償金を支払いません。 
（２）　本項（１）の規定にかかわらず、当社がひとつの旅行契約に基づき支払う
変更補償金の額は、第８項で定める「お支払対象旅行代金」に１５％を乗じて得
た額を上限とします。
またひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金の額が１,０００円未満である
ときは当社は変更補償金を支払いません。  
（３）　当社は、本項（１）の規定に基づき変更補償金を支払った後に、当該変更
について、当社に第２２項（１）の規定に基づく責任が発生することが明らかに
なった場合には、お客様は当該変更にかかわる変更補償金を当社に返還しなけ
ればなりません。この場合、当社は、同項の規定に基づき当社が支払うべき損
害賠償の額と、お客様が返還すべき変更補償金の額とを相殺しその残額を支
払います。 
（４） 当社は、お客様が同意された場合、同等価値以上の物品・サービスの提供
をもって、金銭による変更補償金の支払いにかえさせていただくことがありま
す。

27．その他

（１）　お客様が個人的な案内・買い物等を添乗員・現地係員に依頼された場合
のそれに伴う諸費用、お客様のけが、疾病等の発生に伴う諸費用、お客様の不
注意による荷物紛失・忘れ物回収に伴う諸費用、別行動手配に要した諸費用が
生じたときには、それらの費用をお客様にご負担いただきます。 
（２） お客様のご便宜をはかるため土産物店にご案内することがありますが、お
買いものに際しましては、お客様の責任でご購入していただきます。 
（３）　当社はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。 
（４）　子供代金は、旅行開始当日を基準に満２歳以上１２歳未満の方に適用い

たします。幼児代金は旅行開始当日を基準に満２歳未満で航空座席を使用しな
い方に適用します。 
（５） 当社が募集型企画旅行契約により旅程を管理する義務を負う範囲は、日
本発着のものについては、各コースの日程表に記載している出発空港を出発
（集合）してから、当該空港に帰着（解散）するまでとなります。
海外発着のものまたは現地解散の場合は、日程表等でご案内した海外での集
合場所に集合（または現地係員との合流または最初の手配開始時点）してか
ら、海外の解散場所で解散（または現地係員との解散、または最後の手配完了
時点、宿泊ホテルのチェックアウト時点等）するまでとなります。 
（６） 日本国内の空港から本項（５）の発着空港までの区間を、普通運賃または
パンフレット等に記載した追加料金等で利用する場合、当該区間は当社・募集型
企画旅行契約の範囲には含まれません。 
（７）　海外旅行保険について
病気、けがをした場合、多額の治療、移送費等がかることがあります。
また、病気、けがをした場合、加害者への賠償金請求や賠償金回収が大変困難
なのが実情です。これらの治療費、移送費、また、死亡・後遺障害等を担保する
ため、お客様ご自身で充分な額の海外旅行保険に加入することをお勧めしま
す。海外旅行保険については販売店の係員にお問合せください。
（８）　事故などのお申し出について
旅行中に、事故などが生じた場合は、直ちに最終日程表でお知らせする連絡先
にご通知ください。（もし、通知できない事情がある場合は、その事情がなくな
り次第ご通知ください。）

28． 個人情報の取扱い

当社は、旅行申込みの際に提出された申込書に記載された個人情報について
お客様との間の連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申込みい
ただいた旅行において運送・宿泊機関等の提供するサービスの手配及びそれ
らのサービスの受領のための手続きに必要な範囲内で利用させていただきま
す。
このほか、当社及び販売店では、①会社及び会社と提携する企業の商品やサー
ビス、キャンペーンのご案内（国際親善交流センター　JICの発行するインフォ
メーション等）、②旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い、③特典サー
ビスの提供、④統計資料の作成、にお客様の個人情報を利用させていただく場
合があります。

29．旅行条件・旅行代金の基準

この旅行条件は２０19年6月1日を基準としています。また旅行代金は、２０
19年6月1日現在、有効なものとして示されている航空運賃・適用規則、国土
交通大臣に認可申請中の航空運賃・適用規則、又は各種交通機関の運賃や料
金、内容を前提としております。新たな運賃改定ならびにスケジュール変更そ
の他の事由により、旅行代金の変更及び日程が変更になる場合がありますの
で、予めご了承ください。

30.通信契約による旅行条件

（１）当社らは、当社らが提携するクレジットカード会社（以下「提携会社」といい
ます）のカード会員（以下「会員」といいます）より会員の署名なくして旅行代金
や取消料等の支払いを受けることを条件にお客様から電話、郵便、その他の通
信手段によるお申込みを受けて旅行契約（以下、「通信契約」といいます）を締
結することがあります。通信契約の旅行条件は通常の旅行条件と、以下の点で
異なります。
（２）本項でいう「カード利用日」とは、お客様又は当社が旅行契約に基づく旅行
代金等の支払い又は払戻し債務を履行すべき日をいいます。 
（３）申し込みに際し、「会員番号（クレジットカード番号）」、「カード有効期限」、そ
の他当社規定の事項を当社らにお申し出ていただきます。 
（４）通信契約による旅行契約は、当社らが旅行契約の締結を承諾する旨を電
話又は郵便で通知する場合には、当社らがその通知を発した時に成立し、
e-mail等の電子承諾通知による方法により通知する場合は、その通知がお客
様に到達した時に成立するものとします。 
（５）当社らは提携会社のカードにより所定の伝票への会員の署名なくしてパン
フレットに記載する旅行代金や取消料等の支払いを受けます。この場合、旅行
代金のカード利用日は、確定した旅行サービスの内容をお客様に通知した日と
します。また、契約内容の変更や契約解除等によりお客様が負担することにな
る費用のカード利用日は、当社が費用等の額をお客様に通知した日とします。
ただし、本項の（６）（７）により当社が旅行契約を解除したときは、当社が定める
期日及び方法により当該費用等をお支払いいただきます。
（６）当社は、お客様の有するクレジットカードが無効である等、お客様が旅行代
金・取消料等の一部又は全部を提携会社のカードによって決済できないとき
は、旅行契約の締結をお断りすることがあります。
（７）当社は、お客様の有するクレジットカードが無効になる等、お客様が旅行代
金・取消料等の一部又は全部を提携会社のカードによって決済できなくなった
とは、旅行開始前に旅行契約を解除することがあります。

＜旅行代金の返金に関するご注意＞
当社では、お客様のご都合による取消の場合、返金にともなう取扱手数料は、
お客様のご負担とさせていただきます。 

☆募集型企画旅行契約約款について
この旅行条件書に定めのない事項は当社旅行業約款（募集型企画旅行契約の
部）によります。
当社旅行業約款をご希望の方は、当社へご請求ください。
当社旅行業約款は、当社ホームページ　http://www.jic-web.co.jpからもご
覧になれます。

☆総合旅行業務取扱管理者について　　
東京本社：杉浦信也　大阪支店：桐本浩子
旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う営業所での取引に関する
責任者です。この旅行契約に関し、担当者からの説明にご不明の点があれば、
取扱管理者にお問合せください。

お申し込みの際は、必ずこの条件書をお読みください。
本旅行条件は、旅行業法第12条の4に定める「取引条件説明書」及び同法第12条の5に定める「契約書面」の一部となります。

30万円以上
30万円未満

お一人様…50,000円以上旅行代金の20％以内
お一人様…30,000円以上旅行代金の20％以内

お一人様あたりの
旅行代金の額 申込み時の申込金の額

旅行開始日の前日から
起算してさかのぼって
４０日目以降～３１日目に当たる日まで

旅行開始日の前日から
起算してさかのぼって
３０日目以降～３日目に当たる日まで

２日前（前々日）から旅行開始日（当日）

旅行開始後の解除または無連絡不参加

旅行契約の取消日（解除日）
取消料（お１人様）

特定日に旅行を
開始する旅行（注１）

特定日以外に旅行を
開始する旅行

■ 別表第１/取消料

旅行代金の１０％ 無料

旅行代金の２０％

旅行代金の５０％

旅行代金の１００％

注１：特定日：４/２７～５/６、７/２０～８/３１、１２/２０～１/７
注2:本表の適用に当たって「旅行開始後」とは、別紙特別補償規定第二条第三項に規定する

「サービスの提供を受けることを開始した時」以降をいいます。
注3:貸切航空機を利用する旅行、日本発着時に船舶を利用する旅行、日程中に3泊以上のク

ルーズを含む旅行でクルーズ約款を適用する旨の記載のあるコースに関しては、各コー
スに明示する取消料によります。 

注4:査証料など旅行代金に含まれないもので既に申請済みのものは上記取消料とは別に徴収
します。
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1．募集型企画旅行契約 

（１）　この旅行は、ジェーアイシー旅行センター株式会社（東京都新宿区四谷
2-14-8 観光庁長官登録旅行業第1715号、以下「当社」という。）が企画・募
集し実施する企画旅行であり、この旅行に参加されるお客様は、当社と企画旅
行契約（以下「旅行契約」といいます。）を締結することになります。
（２） 旅行契約の内容・条件は、募集広告・パンフレット（以下「募集広告等」といいま
す。）旅行条件書、ご出発前にお渡しする確定書面（以下「最終旅行日程表」といいま
す。）及び募集型企画旅行契約約款（以下「当社約款」といいます。）等によります。   
（３）　当社は、お客様が当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関その他
の旅行に関するサービス（以下「旅行サービス」といいます。）の提供を受ける
ことができるように、手配し、旅程管理することを引き受けます。
 
2．旅行のお申込み

（１）　当社又は当社の受託営業所（以下、「当社ら」といいます。）にて 当社所定の
旅行申込書に所定の事項を記入のうえ、下記の申込金を添えてお申込みいただき
ます。申込金は旅行代金をお支払いいただくときにその一部として繰り入れます。  
＊旅行申込書にローマ字氏名をご記入時には必ずパスポートに記載されてい
る通りにご記入ください。旅券と異なったご氏名の場合、航空・宿泊機関等より
同一人物とみなされず、旅行契約を解除される場合があります。この場合、所
定の取消料をいただきます。
（２）　当社らは電話、郵便及びファクシミリその他の通信手段による旅行契約
の予約申込みを受付けることがあります。この場合、契約は予約の時点では成
立しておらず、当社らが予約の承諾の旨を通知した日の翌日から起算して５日
以内に（出発の30日前以降は３日以内に）、申込書の提出と申込金の支払いを
していただきます。この期間内に申込書の提出と申込金の支払いがなされな
い場合、当社らは申込みはなかったものとして取り扱います。
（３）　申込金 
申込金は「旅行代金」、「取消料」、「違約金」のそれぞれに一部又は全部として
取り扱います。また第４項に定めた旅行契約成立前に、お客様がお申込みを撤
回されたときは、お預りしている申込金を全額払い戻します。 

※ フライ＆クルーズ約款および募集型ペックス約款の場合はこの限りではありません。
※ ただし、特定期間、特定コースにつきましては、上記とは異なる場合がありま
す。その場合、別途パンフレット等により定めるところによります。  
※ 上記表内の「旅行代金」とは、第８項の「お支払対象旅行代金」をいいます。
（４）　お申込みの段階で、満席、満室その他の事由で旅行契約の締結が直ち
にできない場合は、当社らは、お客様の承諾を得てお客様を「キャンセル待ち
のお客様」として登録し、予約可能となるよう、手配努力することがあります。こ
の場合でも当社らは申込金を「お預り金」として申し受けます。ただし、「当社ら
が予約が可能となった旨を通知する前にお客様よりキャンセル待ち登録の解
除のお申し出があった場合」又は「結果として予約ができなかった場合」は、当
社らは当該お預かり金を全額払い戻します。
（５）　当社らは同一コースにおいて、参加しようとする複数のお客様（団体・グ
ループを含む）が責任ある代表者を定めたときは、その方を契約責任者として、
旅行契約のお申込み・締結・解除等に関する一切の代理権を有しているものとみ
なし、その団体にかかわる取引は当該代表者との間で行なうことがあります。  

3．申込み条件

（１）　お申込み時点で20歳未満の方は、保護者の同意書が必要です。 
（２）　旅行開始時点で15歳未満の方は、保護者の同行が必要とさせていただ
く場合があります。 
（3）　慢性疾患をお持ちの方、現在健康を損なっていらっしゃる方、妊娠中の
方、心身に障害をお持ちの方などで、特別の配慮を必要とする方は、その旨旅
行のお申込み時にお申し出ください。当社は可能かつ合理的な範囲でこれに応
じますが、医師の健康診断書を提出していただく場合もあります。なお、お客様
からのお申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費
用はお客様の負担とします。また、現地事情や関係機関等の状況などにより、旅
行の安全かつ円滑な実施のために介助者／同伴者の同行などを条件とさせて
いただくか、あるいはご参加をお断りさせていただく場合があります。 
（4）　ご旅行の内容（高地を含む旅行等）により、健康アンケートへのご記入を
お願いする場合があります。
（５）　お客様がご旅行中に疾病、傷害その他の事由により、医師の診断又は加
療を必要とする状態になったと当社らが判断する場合は、旅行の円滑な実施を
図るため必要な措置をとらせていただきます。これにかかる一切の費用はお客
様のご負担になります。 
（６）　お客様のご都合による別行動は原則としてできません。ただし、当社らが手
配旅行契約で別途料金をお支払いいただく条件でお受けすることもあります。 
（７）　お客様のご都合により旅行の行程から離脱される場合は、その旨及び復
帰の有無、復帰の予定日時等の連絡が必要です。 
（８）　お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は企画旅行の円滑な実施を妨げ
るおそれがあると当社らが判断する場合は、ご参加をお断りする場合があります。 
（９）  日本以外の国籍をお持ちのお客様は別途の手続・手配等が必要となる場
合がありますので、必ずお申込み時にお申し出ください。 
(10)お客様が、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業又
は総会屋等その他の反社会的勢力であると認められる場合は、ご参加をお断
りする場合があります。
(11)お客様が、当社に対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関し
て脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為またはこれらに準ずる行為を行っ
た場合は、ご参加をお断りする場合があります。
(12)お客様が、風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて当社の信用を
毀損し若しくは当社の業務を妨害する行為又はこれらに準ずる行為を行った場
合は、ご参加をお断りする場合があります。
(13)その他当社の業務上の都合により、ご参加をお断りする場合があります。

4．お客様との契約の成立時期

旅行契約は、当社らが締結の承諾をし、2項（３）の申込金を受理した時に成立
します。具体的には次によるものとします。
（１）　店頭または訪問販売の場合は、当社らが申込金を受理した時。
（２）　第２項（１）（２）の電話による旅行契約の予約申込みの場合、旅行契約は当
社らが予約の承諾をし、申込金を受理したときに成立いたします。 
（３）　第２項（２）の郵便及びファクシミリその他の通信手段による旅行契約の
予約申込みの場合、旅行契約は、申込金のお支払い後、当社らがお客様との旅
行契約を承諾する通知を出したときに成立いたします。 
（４）　第２項（４）の場合で、キャンセル待ちのお客様の場合の契約成立は、お
客様から当該申込の撤回のご連絡がなく、かつ当社らが、予約可能となった旨
の通知を行なったときに成立するものとします。この場合、当社らが既にお預
かりしているお預かり金は、この時点で正式に受理したものとみなします。 
（５）　当社指定の銀行口座への申込金の振り込みがあった場合には、銀行の発行
する振込金領収書を持って当社らの発行する領収書に代えさせていただきます。 

5．契約書面と最終旅行日程表（確定書面）のお渡し

（１）　当社らは、旅行契約成立後速やかにお客様に、旅行日程、旅行サービス
の内容その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した契約書面を
お渡しします。契約書面はパンフレット、本旅行条件書により構成されます。但
し、パンフレット記載の日程は手配可能となった場合に限り、契約書面の一部と
読み替えます。 

（２）　本項（１）の契約書面を補充する書面として、当社はお客様に、集合時刻・
場所、利用運送機関、宿泊機関等に関する確定情報を記載した「最終旅行日程
表」を遅くとも旅行開始日の前日までにお渡しします。ただし、お申込みが旅行
開始日の前日から起算してさかのぼって７日前以降の場合、旅行開始日当日ま
でにお渡しすることがあります。お渡し方法には、郵送を含みます。また、お渡し
期日前であってもお問い合わせいただければ当社は手配状況についてご説明
いたします。当社が手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、
最終日程表に記載するところに特定されます。

6．お客様が出発までに実施する事項

（１）　旅券・査証について
（日本国籍以外の方は、自国の領事館、渡航先国の領事館、入国管理事務所に
お問合せください。）
①旅券（パスポート）:　このパンフレット記載のコースで訪問する各国の入出
国にあたっては各国により決められた「旅券の残存有効期間」が必要となりま
す。ご訪問予定国の残存期間をご確認ください。
②査証（ビザ）：ロシア、ウズベキスタンなど査証の事前取得が必要となります。
現地にて取得をしていただく国もございます。
　現在お持ちの旅券が今回のご旅行に有効か、また査証取得の要否をご自身
で必ずお確かめください。通常、1カ国につき１ページの旅券の空白ページが
必要です。現地にて取得予定の査証も含め、空白ページが足りない場合は事前
にページの増補を行なってください。
③渡航手続き
ご旅行に要する旅券・査証・再入国許可及び各種証明書の取得及び出入国手続
書類の作成等はお客様ご自身の責任で行なっていただきます。ただし、当社ら
は所定の料金を申し受け、別途契約として渡航手続きの一部又は全部の代行
を行います。この場合、当社らはお客様ご自身に起因する事由により旅券・査証
等の取得ができなくてもその責任は負いません。なお、当社ら以外の旅行業者
に渡航手続きを依頼された場合は、渡航手続きの業務にかかわる契約の当事
者は当該取扱旅行業者となります。
（２）　保健衛生について
渡航先の衛生状況については、厚生労働省「検疫感染症情報」ホームページ：
http://www.forth.go.jp/　電話番号　03-5253-1111（代表）でご確認
ください。
（３）　海外危険情報について
渡航先（国又は地域）によっては、外務省「海外危険情報」など、国、地域の渡航
に関する情報が出されている場合があります。お申込みの際に当社らにより
「海外危険情報に関する書面」をお客様の求めに応じお渡しいたします。また、
外務省「外務省海外安全ホームページ：http://www.anzen.mofa.go.jp」「外務
省　電話番号　03-3580-3311（代表）」でもご確認ください。
（４）　渡航先に「海外危険情報」が発出された場合の催行中止について
旅行のお申込み後、旅行の目的地に「海外危険情報」が発出された場合は、当
社は、旅行契約の内容を変更又は解除することがあります。外務省「海外危険
情報」が「渡航の是非を検討してください」以上の危険情報が発出された場合
は、当社は旅行の催行を中止する場合があります。その場合は旅行代金を全額
返金します。ただし、当社が安全に対し適切な措置が取られると判断して、旅行
を催行する場合があります。この場合にお客様が旅行を取りやめられると当社
は所定の取消料をいただきます。

7．旅行代金のお支払い期日

（１）　旅行契約成立後、旅行代金は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって
２１日目（以下「基準日」といいます。）にあたる日より前にお支払いいただきます。 
（２）　基準日以降にお申込みされた場合は、申込時点又は旅行開始日前の当
社らが指定する期日までにお支払いいただきます。
 
8．お支払対象旅行代金

「お支払対象旅行代金」とは、募集広告またはパンフレット等に「旅行代金とし
て表示した金額」プラス「追加代金として表示した金額」マイナス「割引代金と
して表示した金額」をいいます。この合計金額は第２項（３）の「申込金」、第１５
項（１）①の「取消料」、第１５項（１）②の「違約料」、第２６項の「変更補償金」の
額の算出の際の基準となります。 
注：当社からのご請求金総額は、上記の旅行代金に第１０項のうち査証料、空港
税など必要項目を加算したものとなります。

9．旅行代金に含まれるもの

（１）　旅行日程に明示した航空、船舶、鉄道等利用運送機関の運賃・料金（この
運賃・料金には、運送機関の課す付加運賃・料金｛原価の水準の異常な変動に対
応するため、一定の期間及び一定の条件下に限りあらゆる旅行者に一律に課
せられるものに限ります。｝を含みません。） 
（２）　旅行日程に含まれる送迎バス等の料金。
（３）　旅行日程に明示した観光の料金。（バス等料金・ガイド料金・入場料等。）
（４）　旅行日程に明示した宿泊の料金及び税・サービス料金。（パンフレット等
に特に別途の記載がない限り２人部屋に２人ずつの宿泊を基準とします。） 
（５）　旅行日程に明示した食事の料金（飲み物・機内食は除外）及び税・サービ
ス料金。 
（６）　添乗員同行コースの場合の添乗員の同行費用。
※上記費用はお客様のご都合により、一部利用されなくても、原則として払戻
しはいたしません。

10．旅行代金に含まれないもの

前第９項のほかは旅行代金に含まれません。その一部を例示します。
（１）　超過手荷物料金（特定の重量・容量・個数を超える分について。航空機エ
コノミークラス利用の場合は通常２０キロを超える超過手荷物） 
（２）　現地でのポーター代など手荷物の運搬料金。（日程に特に明記した場合
を除きます。）
（３）　クリーニング代、電報電話代、ホテルのボーイ・メイド等に対する心付け、
その他追加飲料等個人的性質の諸経費及びそれに伴う税・サービス料。 
（４）　傷害、疾病に関する医療費 
（５）　お客様が任意で加入される海外旅行保険。　
（６）　渡航手続関係諸費用（旅券印紙代・証紙料金・査証料・予防接種料金・渡航
手続代行に対する旅行業務取扱料金等。） 
（７）　日本国内における自宅から発着空港等集合・解散地点までの交通費及び
旅行開始日の前日、旅行終了日当日等の宿泊費。 
（８）　日本国内の空港を利用する場合の空港施設使用料、空港税・出国税及び
これに類する諸税。
（９）　日本国外の空港税・出国税及びこれに類する諸税。 
（１０）　各航空会社等運送機関の課す付加運賃、料金。
（１１）　ご希望者のみ参加されるオプショナルツアー（別途料金の小旅行）の
料金。 

１１．追加代金及び割引代金 

（１）　第８項でいう｢追加代金｣は、以下の代金をいいます。
（あらかじめ｢旅行代金｣の中に含めて表示した場合を除きます。） 
①　１人部屋を使用される場合の追加代金。（大人・子供一律1名様の代金です。）
※１名様参加または奇数人数様参加での奇数人数分のお部屋は、原則として１
人部屋利用にて追加代金を承ります。
②　１名参加の追加代金。２名以上参加の料金設定・表示の場合で、特に１名で
の催行の場合の追加代金（この場合、１名部屋利用代金を含む）
③　パンフレット等でホテル又は部屋タイプのグレードアップのための追加代金。 
④　ホテルの宿泊延長のための追加代金。 

⑤　航空会社指定ご希望をお受けした場合の追加代金。 
⑥　航空座席のクラス変更に要する運賃差額。 
⑦　その他パンフレット等で「○○○○追加代金」と称するもの。 
（２）　第８項でいう｢割引代金｣は、以下の代金をいいます。
パンフレット等で｢○○割引代金｣と称するもの。割引優待券等（あらかじめ、割
引後の旅行代金を設定した場合を除きます。） 

12．旅行契約内容の変更

当社らは旅行契約締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等
のサービス提供の中止、官公署の命令、当初の運航計画によらない運送サー
ビスの提供その他当社らの関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の
安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、お客様にあらかじめ速や
かに当該事由が当社の関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関
係を説明して旅行日程、旅行サービスの内容を変更することがあります。ただ
し、緊急の場合においてやむを得ないときは変更後にご説明いたします。 

13．旅行代金の額の変更

当社らは旅行契約締結後には、次の場合を除き旅行代金及び追加代金、割引
代金の額の変更は一切いたしません。
（１）　利用する運送機関の運賃・料金が著しい経済情勢の変化等により、企画
旅行の募集の際に明示した時点において有効なものとして公示されている運
賃・料金に比べて、通常想定される程度を大幅に越えて改訂されたときは、その
改訂差額だけ旅行代金を変更いたします。ただし、旅行代金を増額変更すると
きは旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目にあたる日より前に
お客様に通知いたします。 
（２）　当社らは本項（１）の定める適用運賃・料金の大幅な減額がなされるとき
は本項（１）の定めるところにより、その減少額だけ旅行代金を減額します。 
（３）　旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用が減少したときは、当社ら
はその変更差額だけ旅行代金を減額します。
（４）　前項により旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用が増加したとき
は、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部
屋その他の諸設備の不足が発生したことによる変更の場合を除き、当社らは
その変更差額だけ旅行代金を変更します。
（５）　当社らは、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契
約書面に記載した場合、旅行契約の成立後に当社らの責任に帰すべき事由に
よらず当該利用人員が変更になったときは、契約書面に記載した範囲内で旅行
代金を変更します。 例:　奇数人数でお申込みの場合に１人部屋を利用するお
客様から１人部屋追加代金を申し受けるとした旅行にあって、複数で申し込ん
だお客様の一方が契約を解除したために他のお客様が1人部屋となったとき
は、契約を解除したお客様から取消料を申し受けるほか、1人部屋を利用する
お客様から1人部屋追加代金を申し受けます。

14．お客様の交替

（１）　お客様は当社らの承諾を得て、契約上の地位を、当該お客様が指定した
第三者に譲渡することができます。ただし、この場合、お客様は所定用紙に所定
の事項を記入の上、当社らに提出していただきます。この際、お1人あたり１万
円いただきます。なお当社らは、交替をお断りする場合があります。 
（２）　契約上の地位の譲渡は、本項（１）の承認を得て、かつ手数料を当社らが
受理したときに効力を生じ、以後、旅行契約上の地位を譲り受けた第三者が、こ
の旅行契約に関する一切の権利及び義務を継承することとなります。 

15．旅行契約の解除・払い戻し

（１）　旅行開始前 
①　お客様の解除権 
ア.　お客様は別表第一に定める取消料をお支払いいただくことにより、いつ
でも旅行契約を解除することができます。ただし、契約解除のお申し出は、当社
らの営業時間内にお申込みの営業所にてお受けいたします。 
イ.　旅行契約成立後にコースまたは出発日を変更された場合も下記の取消
料の対象となります。 
ウ.　各種ローンの取扱手続き上及びその他渡航手続き上の事由による、旅行
契約解除の場合も上記の取消料の対象になります。 
エ.　お客様は次の各a-eに該当する場合は、取消料なしで旅行契約を解除で
きます。 
ａ.　当社によって契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が第26項別表
に掲げるもの、その他の重要なものである場合に限ります。 
ｂ.　第13項に基づき、旅行代金が増額改訂されたとき。 
ｃ.　天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の
命令その他の事由が生じた場合において旅行の安全かつ円滑な実施が不可
能となり、又は、不可能になるおそれがきわめて大きいとき。 
ｄ.　当社らがお客様に対し、第５項（２）に記載の最終旅行日程表を同項に規定
する日までにお渡ししなかったとき。 
ｅ.　当社らの責に期すべき事由により契約書面に記載した旅行日程に従った
旅行実施が不可能になったとき。 
オ.　当社らは、本項（１）①ア、イ、ウにより旅行契約が解除されたときは、既に
収受している旅行代金（あるいは申込金）から所定の取消料を差し引き払い戻
しをいたします。取消料が申込金で賄えないときは、その差額を申し受けます。

②　当社の解除権 
ア.　お客様が第7項に規定する期日（ご出発の21日前）までに旅行代金を支
払われないときは、当社らは旅行契約を解除することがあります。このときは、
本項（１）①に規定する取消料と同額の違約料をお支払いいただきます。 
イ.　次の各a-iに該当する場合は、当社はお客様に理由を説明して旅行契約を
解除することがあります。 
ａ.　お客様が当社のあらかじめ明示した性別・年齢・資格・技能その他旅行条件
を満たしていないことが明らかになったとき。 
ｂ.　お客様が病気・必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐え
られないと認められたとき。
c.　お客様が契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。

d.　お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げ
るおそれがあると認められたとき。 
e.　お客様の人数が募集広告等に記載した最少催行人員に満たないとき。
この場合は、４/２７～５/６、７/２０～８/３１、１２/２０～１/７に旅行開始するとき
は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって33日前に当たる日より前に、
また同期間以外に旅行を開始するときは、旅行開始の前日から起算してさかの
ぼって23日目に当たる日より前に旅行中止のご通知をいたします。
f.　スキーを目的とする旅行における降雪量の不足のように、当社があらかじ
め明示した旅行実施条件が成立しないとき、あるいはそのおそれが極めて大
きいとき。
g.　天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の
命令その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、パンフレットに記
載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可
能となるおそれが極めて大きいとき。 
h.　第６項（４） の定めによる場合　
i.　旅行先に外務省の海外危険情報の「渡航の延期をお勧めします」あるいは
「退避を勧告します」が発出されたとき。
j.　お客様が第3項10号から12号までのいずれかに該当する事が判明した場合。
ウ.　当社らは本項（１）②アにより旅行契約を解除したときは、既に収受してい
る旅行代金（あるいは申込金）から違約料を差し引いて払い戻しいたします。 
（２）　旅行開始後の解除・払い戻し
①　お客様の解除・払い戻し
ア.　お客様のご都合により旅行契約を解除又は一時離脱された場合は、お客
様の権利放棄とみなし、一切の払い戻しはいたしません。 
イ.　旅行開始後であっても、お客様の責に帰さない事由により契約書面に記載
した旅行サービスの提供を受けられなくなった場合には、お客様は、当該不可能
になった旅行サービス提供にかかわる部分の契約を、取消料を支払うことなく
一部解除することができます。この場合、当社は旅行代金のうち、不可能になっ
た当該旅行サービスの提供にかかわる部分をお客様に払い戻しいたします。 
②　当社の解除・払い戻し 
ア.　旅行開始後であっても、次の各a-eに該当する場合は、当社はお客様にあ
らかじめ理由を説明して、旅行契約の全部又は一部を解除することがありま
す。 ａ.　お客様が病気、必要な介助者の不在、その他の事由により、旅行の継
続に耐えられないと認められるとき。 
ｂ.　お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員その他のものによ
る当社の指示への違背、これらの者または同行する他の旅行者に対する暴行
または脅迫等により団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施
を妨げるとき。 
ｃ.　天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命
令その他の当社の関与し得ない事由により旅行の継続が不可能になったとき。 
d.　第６項（４） の定めによる場合　
e.　旅行先に外務省の海外危険情報の「渡航の延期をお勧めします」あるいは
「退避を勧告します」が発出されたとき。
f.　お客様が第3項10号から12号までのいずれかに該当する事が判明した場合。
イ.　解除の効果及び払い戻し
本項（２）②アに記載した事由でお客様または当社が旅行契約を解除したと
きは、本項（１）①アによりお客様が取消料を支払って旅行契約を解除する
場合を除き、契約を解除したためにその提供を受けられなかった旅行サー
ビスの提供者に対して、取消料、違約料その他の名目で既に支払い、又は支
払わなければならない費用があるときは、これをお客様の負担とします。こ
の場合、当社は旅行代金のうち、お客様がいまだその提供を受けていない
旅行サービスにかかわる部分の費用から当社が当該旅行サービス提供者
に支払い又はこれから支払う違約料その他の名目による費用を差し引いて
払い戻しいたします。 
ウ.　本項（２）②アのa、cにより当社が旅行契約を解除したときは、お客様
のお求めに応じてご負担で出発地に戻るための必要な手配をいたします。 
エ.　当社が本項（２）②アの規定に基づいて旅行契約を解除したときは，当
社とお客様との間の契約関係は，将来に向かってのみ消滅します。すなわち
お客様が既に提供を受けた旅行サービスに関する当社の債務については、
有効な弁済がなされたものとします。
 
16．旅行代金の払い戻しの時期

当社らは「第13項の（２）（３）（５）の規定により旅行代金を減額した場合」、｢前
項の規定によりお客様もしくは当社が旅行契約を解除した場合｣でお客様に対
し払い戻すべき金額が生じたときは，旅行開始前の解除による払い戻しにあっ
ては、解除の翌日から起算して７日以内に、旅行代金の減額又は旅行開始後の
解除による払い戻しにあってはパンフレットに記載した旅行終了日の翌日から
起算して３０日以内に、お客様に対し当該金額を払い戻しいたします。 
本項の規定は、第２２項（当社の責任）又は第２４項（お客様の責任）で規定する
ところにより、お客様又は当社らが損害賠償請求権を行使することを妨げるも
のではありません。
 
17．団体・グループ契約　　契約責任者

当社は、同じ行程を同時に旅行する複数の旅行者がその責任ある代表者（以
下、「契約責任者」といいます。）を定めて申し込んだ募集型企画旅行の契約の
締結については、本旅行条件書の規定を適用します。
（１）　当社は、特約を結んだ場合を除き、契約責任者はその団体・グループを
構成する旅行者（以下、「構成者」といいます。）の募集型企画旅行契約の締結
に関する一切の代表権を有しているものとみなし、当該団体・グループに係わ
る旅行業務に関する取引は、当該契約者との間で行います。
（２）　契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に提出しな
ければなりません。
（３）　当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、または将来負うことが
予想される債務又は義務については、何ら責任を負うものではありません。
（４）　当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後にお
いては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。

18．旅程管理

当社は、旅行者の安全かつ円滑な旅行の実施を確保することに努力し、お客様
に対し次に掲げる業務を行います。ただし、当社がお客様とこれと異なる特約
を結んだ場合、この限りではありません。 
（１）　お客様が旅行中旅行サービスを受けることができないおそれがあると
認められるときは、旅行契約にしたがった旅行サービスの提供を確実に受けら
れるために必要な措置を講ずること。 
（２）　本項（１）の措置を講じたにもかかわらず、契約内容を変更せざるをえな
いときは、代替サービスの手配を行なうこと。この際旅行日程を変更するとき
は、変更後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨にかなうものとなるよう努める
こと。また、旅行サービスの内容を変更するときは、変更後の旅行サービスが
当初の旅行サービスと同様のものとなるよう努めることなど、契約内容の変更
を最小限にとどめるよう努力すること。

19．当社の指示

お客様は、旅行開始後旅行終了までの間、企画旅行参加者として行動していた
だくときは自由行動時間中を除き、旅行を安全かつ円滑に実施するための当
社らの指示に従っていただきます。 

20．添乗員または手配代行者

（１）　添乗員の同行の有無はパンフレットに明示いたします。 
（２）　添乗員の同行する旅行にあっては添乗員が、添乗員が同行しない旅行に
あっては旅行先における現地係員が旅行を安全かつ円滑に実施するための必
要な業務及びその他当社らが必要と認める業務の全部又は一部を行います。 
（３）　添乗員が同行しない旅行にあっては、現地において当社が手配を代行さ
せる者（以下「手配代行者」といいます。）により行なわせ、その者の連絡先を最
終旅行日程表に明示いたします。 
（４）　添乗員の業務は原則として、８時から２０時までといたします。 

21．保護措置

当社は、旅行中の旅行者が、疾病、傷害等により保護を要する状態にあると認
めたときは、必要な措置を講じることがあります。この場合において、これが当
社の責に帰すべき事由によるものでないとき、当該措置に要した費用は旅行
者の負担とし、旅行者は当該費用を当社が指定する期日までに当社の指定す
る方法で支払わなければなりません。

22．当社の責任および免責事項

（１）　当社は企画旅行契約の履行にあたって、当社又は当社が手配を代行さ
せた者（以下「手配代行者」といいます。）の故意又は過失により、お客様に損害
を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償いたします。（損害発生の翌日
から起算して２年以内に当社に対して通知があった場合に限ります。） 
（２）　お客様が次に例示するような事由により、損害を被られた場合におきま
しては、当社は原則として本項（１）の責任を負いません。 
①　天災地変、動乱、暴動、又はこれらのために生じる旅行日程の変更若しくは
旅行の中止。 
②　運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、又はこれらのために生じる旅行
日程の変更もしくは旅行の中止。 
③　官公署の命令、外国の出入国規制、伝染病による隔離又はこれらによって
生じる旅行日程の変更、旅行の中止。 
④　自由行動中の事故。 
⑤　食中毒。 
⑥　盗難・詐欺等の犯罪行為。 
⑦　運送・宿泊機関の遅延・不通・スケジュール変更・経路変更など又はこれらに
よって生じる旅行日程の変更・目的地滞在時間の短縮。
⑧　その他、当社の関与しない事由。 
（３）　手荷物について生じた本項（１）の損害につきましては、本項（１）の規定
にかかわらず、損害発生の翌日から起算して２１日以内に当社に対して申し出
があった場合に限り、旅行者１名につき１５万円を限度（当社に故意又は重大な
過失がある場合を除きます。）として賠償いたします。  

23．特別補償

（１）　当社は、前項（１）の当社らの責任が生じるか否かを問わず、当社募集型
企画旅行約款の特別補償規定により、お客様が企画旅行参加中に偶然かつ急
激な外来の事故によって身体に障害を被ったときに、お客様又はその法定相続
人にあらかじめ定める額の死亡補償金、後遺障害補償金及び入院見舞金およ
び通院見舞金をお支払いいたします。＜死亡補償金として２,５００万円、入院見
舞金として入院日数により４万円～４０万円、通院見舞金として通院日数により
２万円～１０万円、携行品に関わる損害補償金（１５万円を限度、ただし一個ま
たは一対についての補償限度額は１０万円）を支払います。ただし、現金、クレ
ジットカード、貴重品、撮影済みのフィルム、その他当社約款特別補償規定第１
８条２項に定める品目については補償いたしません。＞ 
ただし、日程表において、当社の手配による旅行サービスの提供が一切行なわ
れていない旨が明示された日については、当該日にお客様が被った損害につ
いて補償金が支払われない場合を明示した場合に限り、「当該旅行参加中」と
はいたしません。
（２）　お客様が企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運
転、疾病等の他、企画旅行に含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビン
グ、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機（モーターグライダー、マイクロライ
ト機、ウルトラライト機等）搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危
険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項（１）の補償金及び見
舞金をお支払いいたしません。
（３）　当社が前項（１）の責任を負うことになったときは、この補償金は、当社が
負うべき損害賠償金の一部又は全部に充当します。 
（４）　当社は求めに応じてお客様が本旅行の日程から離れて行動するための
手配を受けることがありますが、この場合当該別行動の旅行は手配旅行契約
に基づくものとなり、本項特別補償の適用はありません。 

24．お客様の責任

（１）　お客様の故意、過失、法令・公序良俗に反する行為、もしくはお客様が当
社約款の規定を守らないことにより当社が損害を受けた場合は、当社はお客
様から損害の賠償を申し受けます。 
（２）　お客様は当社から提供される情報を活用し、契約書面に記載された旅行
者の権利義務その他の旅行契約の内容について理解するよう努めなければな
りません。お客様は旅行開始後に記載された旅行サービスについて、記載内容
と異なるものと認識したときは旅行地において速やかに当社、当社の手配代行
者又は旅行サービスの提供者にその旨を申し出なければなりません。

25．オプショナルツアー又は情報提供

（１）　当社の募集型企画旅行参加中のお客様を対象として、別途の参加料金
を収受して当社が企画・実施する募集型企画旅行（以下「オプショナルツアー」
といいます。）の第２３項（特別補償）の適用については、当社は、主たる募集型
企画旅行契約の内容の一部として取り扱います。 
（２）　オプショナルツアーの企画・実施が当社以外の現地法人である旨をパン
フレットで明示した場合には、当社は当該オプショナルツアー参加中にお客様
に発生した第２３項（特別補償）で規定する損害に対しては、当社は同項の規定
に基づき損害賠償金を支払います。ただし、当該オプショナルツアーの催行に
かかわる企画・実施者の責任及びお客様の責任は、すべて、当該オプショナルツ
アーが催行される現地法人及び当該企画・実施者の定めに拠ります。 
（３）　当社は、パンフレット等で「単なる情報提供」として可能なスポーツ等を
記載した場合、その旨を明示します。この場合、当該可能なスポーツ等に参加
中にお客様に発生した損害に対しては、当社は第２３項（特別補償）の規定は適
用しますが、それ以外の責任は負いません。
 
26．旅程保証

（１）　当社は、別表第二に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合（ただし
次の①②で規定する変更を除きます。）は、第８項で定める「お支払対象旅行代
金」に次表に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を旅行終了日の翌日か
ら起算して３０日以内にお客様に支払います。ただし、当該変更事項について当
社に第２２項（１）の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変
更補償金としてではなく、損害賠償金の全部又は一部として支払います。 
①　次に掲げる事由による変更の場合は、当社は変更補償金を支払いません。
（ただし、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座
席・部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる変更の場合は変更補償
金を支払います。） 
ア.　旅行日程に支障をもたらす悪天候・天災地変。 
イ.　戦乱。 
ウ.　暴動。 
エ.　官公署の命令。 
オ.　欠航、不通、休業等運送・宿泊機関等のサービスの提供の中止。 
カ.　遅延、運送スケジュールの変更等当初の運行計画によらない運送サービ
スの提供。 
キ.　旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置。 
②　第１５項の規定に基づき旅行契約が解除されたときの当該解除された部
分にかかわる場合、当社は変更補償金を支払いません。 
（２）　本項（１）の規定にかかわらず、当社がひとつの旅行契約に基づき支払う
変更補償金の額は、第８項で定める「お支払対象旅行代金」に１５％を乗じて得
た額を上限とします。
またひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金の額が１,０００円未満である
ときは当社は変更補償金を支払いません。  
（３）　当社は、本項（１）の規定に基づき変更補償金を支払った後に、当該変更
について、当社に第２２項（１）の規定に基づく責任が発生することが明らかに
なった場合には、お客様は当該変更にかかわる変更補償金を当社に返還しなけ
ればなりません。この場合、当社は、同項の規定に基づき当社が支払うべき損
害賠償の額と、お客様が返還すべき変更補償金の額とを相殺しその残額を支
払います。 
（４） 当社は、お客様が同意された場合、同等価値以上の物品・サービスの提供
をもって、金銭による変更補償金の支払いにかえさせていただくことがありま
す。

27．その他

（１）　お客様が個人的な案内・買い物等を添乗員・現地係員に依頼された場合
のそれに伴う諸費用、お客様のけが、疾病等の発生に伴う諸費用、お客様の不
注意による荷物紛失・忘れ物回収に伴う諸費用、別行動手配に要した諸費用が
生じたときには、それらの費用をお客様にご負担いただきます。 
（２） お客様のご便宜をはかるため土産物店にご案内することがありますが、お
買いものに際しましては、お客様の責任でご購入していただきます。 
（３）　当社はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。 
（４）　子供代金は、旅行開始当日を基準に満２歳以上１２歳未満の方に適用い

たします。幼児代金は旅行開始当日を基準に満２歳未満で航空座席を使用しな
い方に適用します。 
（５） 当社が募集型企画旅行契約により旅程を管理する義務を負う範囲は、日
本発着のものについては、各コースの日程表に記載している出発空港を出発
（集合）してから、当該空港に帰着（解散）するまでとなります。
海外発着のものまたは現地解散の場合は、日程表等でご案内した海外での集
合場所に集合（または現地係員との合流または最初の手配開始時点）してか
ら、海外の解散場所で解散（または現地係員との解散、または最後の手配完了
時点、宿泊ホテルのチェックアウト時点等）するまでとなります。 
（６） 日本国内の空港から本項（５）の発着空港までの区間を、普通運賃または
パンフレット等に記載した追加料金等で利用する場合、当該区間は当社・募集型
企画旅行契約の範囲には含まれません。 
（７）　海外旅行保険について
病気、けがをした場合、多額の治療、移送費等がかることがあります。
また、病気、けがをした場合、加害者への賠償金請求や賠償金回収が大変困難
なのが実情です。これらの治療費、移送費、また、死亡・後遺障害等を担保する
ため、お客様ご自身で充分な額の海外旅行保険に加入することをお勧めしま
す。海外旅行保険については販売店の係員にお問合せください。
（８）　事故などのお申し出について
旅行中に、事故などが生じた場合は、直ちに最終日程表でお知らせする連絡先
にご通知ください。（もし、通知できない事情がある場合は、その事情がなくな
り次第ご通知ください。）

28． 個人情報の取扱い

当社は、旅行申込みの際に提出された申込書に記載された個人情報について
お客様との間の連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申込みい
ただいた旅行において運送・宿泊機関等の提供するサービスの手配及びそれ
らのサービスの受領のための手続きに必要な範囲内で利用させていただきま
す。
このほか、当社及び販売店では、①会社及び会社と提携する企業の商品やサー
ビス、キャンペーンのご案内（国際親善交流センター　JICの発行するインフォ
メーション等）、②旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い、③特典サー
ビスの提供、④統計資料の作成、にお客様の個人情報を利用させていただく場
合があります。

29．旅行条件・旅行代金の基準

この旅行条件は２０19年6月1日を基準としています。また旅行代金は、２０
19年6月1日現在、有効なものとして示されている航空運賃・適用規則、国土
交通大臣に認可申請中の航空運賃・適用規則、又は各種交通機関の運賃や料
金、内容を前提としております。新たな運賃改定ならびにスケジュール変更そ
の他の事由により、旅行代金の変更及び日程が変更になる場合がありますの
で、予めご了承ください。

30.通信契約による旅行条件

（１）当社らは、当社らが提携するクレジットカード会社（以下「提携会社」といい
ます）のカード会員（以下「会員」といいます）より会員の署名なくして旅行代金
や取消料等の支払いを受けることを条件にお客様から電話、郵便、その他の通
信手段によるお申込みを受けて旅行契約（以下、「通信契約」といいます）を締
結することがあります。通信契約の旅行条件は通常の旅行条件と、以下の点で
異なります。
（２）本項でいう「カード利用日」とは、お客様又は当社が旅行契約に基づく旅行
代金等の支払い又は払戻し債務を履行すべき日をいいます。 
（３）申し込みに際し、「会員番号（クレジットカード番号）」、「カード有効期限」、そ
の他当社規定の事項を当社らにお申し出ていただきます。 
（４）通信契約による旅行契約は、当社らが旅行契約の締結を承諾する旨を電
話又は郵便で通知する場合には、当社らがその通知を発した時に成立し、
e-mail等の電子承諾通知による方法により通知する場合は、その通知がお客
様に到達した時に成立するものとします。 
（５）当社らは提携会社のカードにより所定の伝票への会員の署名なくしてパン
フレットに記載する旅行代金や取消料等の支払いを受けます。この場合、旅行
代金のカード利用日は、確定した旅行サービスの内容をお客様に通知した日と
します。また、契約内容の変更や契約解除等によりお客様が負担することにな
る費用のカード利用日は、当社が費用等の額をお客様に通知した日とします。
ただし、本項の（６）（７）により当社が旅行契約を解除したときは、当社が定める
期日及び方法により当該費用等をお支払いいただきます。
（６）当社は、お客様の有するクレジットカードが無効である等、お客様が旅行代
金・取消料等の一部又は全部を提携会社のカードによって決済できないとき
は、旅行契約の締結をお断りすることがあります。
（７）当社は、お客様の有するクレジットカードが無効になる等、お客様が旅行代
金・取消料等の一部又は全部を提携会社のカードによって決済できなくなった
とは、旅行開始前に旅行契約を解除することがあります。

＜旅行代金の返金に関するご注意＞
当社では、お客様のご都合による取消の場合、返金にともなう取扱手数料は、
お客様のご負担とさせていただきます。 

☆募集型企画旅行契約約款について
この旅行条件書に定めのない事項は当社旅行業約款（募集型企画旅行契約の
部）によります。
当社旅行業約款をご希望の方は、当社へご請求ください。
当社旅行業約款は、当社ホームページ　http://www.jic-web.co.jpからもご
覧になれます。

☆総合旅行業務取扱管理者について　　
東京本社：杉浦信也　大阪支店：桐本浩子
旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う営業所での取引に関する
責任者です。この旅行契約に関し、担当者からの説明にご不明の点があれば、
取扱管理者にお問合せください。

■別表第２/変更補償金

（注１）「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までに旅行者に通知した場合を
いい、「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始当日以降に旅行者に通知した場合
をいいます。

（注２）お申込み後、当社パンフレット・旅行条件書に記載した内容が手配可能と確認された場合
は、上記「契約書面」として扱います。最終日程表（「確定書面」）が交付された場合には、
「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替えた上で、この表を適用します。この場合に
おいて、契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との間又は確定書面の記載内容と
実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更に
つき一件として取り扱います。

（注３）第３号又は第４号に揚げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合
は、一泊につき一件として取り扱います。

（注４）第４号に揚げる運送機関の会社名の変更については、等級又は設備がより高いものへの
変更を伴う場合には適用しません。

（注５）第４号又は第７号若しくは第８号に揚げる変更が一乗車船等又は一泊の中で複数生じた
場合であっても、一乗車船等又は一泊につき一件として取り扱います。

（注６）第９号に揚げる変更については、第１号から第８号までの率を適用せず、第９号によります。

1.契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更

2.契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設（レストランを
含みます。）その他の旅行の目的地の変更

３．契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金の
ものへの変更（変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書
面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります）

４.契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更

５.契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了
地たる空港の異なる便への変更

６.契約書面に記載した本邦内と本邦外との間における直行便の乗継
便または経由便への変更

７.契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更

８.契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の
客室の条件の変更

９.全各号に揚げる変更のうち契約書面のツアー・タイトル中に記載が
あった事項の変更

１件あたりの率（％）
旅行開始前 旅行開始後

変更補償金の支払いが必要となる変更

１.５

１

１

１

１

１

１

１

２.５

3

2

２

２

２

２

２

２

５
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ロシアのような大陸性の気
候では、冬と夏、昼夜、また
晴天時と雨天時では気温
差が大きいのが特徴です。
特に冬季は寒波などの影
響 から 一 晩 で 1 0 ℃ ～
15℃程度の気温の上下も
珍しくありません。まめに
気温をチェックして衣類に
よる温度調節を心がけるよ
うにしてください。

ロシア世界遺産一覧 ロシア世界遺産一覧 ＊（）は登録年 

ウラジーミルとスーズダリの白亜の建造物群 - (1992年) 
セルギエフ・パッサートの三位一体セルギー・ラヴラの建築的遺産群 - 
(1993年) 
カローメンスコエの主昇天教会 - (1994年) 
フェラポントヴォ修道院の遺産群 - (2000年) 
カザン・クレムリンの歴史的・建築的遺産群 - (2000年)

デルベントのシタデル、
古代都市要塞建築物群 - (2003年) 
ノヴォデヴィチ修道院の建造物群 
- (2004年)
ヤロスラーヴリ市街の歴史地区
 - (2005年)
ブルガールの歴史的
考古学的遺跡群 - (2014年)
スヴィヤジュスク島の
ウスペンスキー大聖堂と修道院
 - (2017年)

サンクト・ペテルブルグ歴史地区と関連する建造物群 - (1990年)
キジ島木造教会 - (1990年) 
モスクワのクレムリンと赤の広場 - (1990年) 
ノヴゴロドと周辺の文化財 - (1992年) 
ソロヴェツキー諸島の文化的・歴史的遺産群 - (1992年) 

コミの原始森林 - (1995年) 
バイカル湖 - (1996年) 
カムチャツカの火山群 
- (1996年、拡大2001年) 
アルタイの黄金山地 - (1998年) 
西コーカサス - (1999年) 
中部シホテ-アリニ - (2001年) 
ウランゲル島保護区の自然体系 - (2004年)
プトラナ高原 - (2010年)　
レナ石柱自然公園 - （2012年）
ダウリヤの景観群 - （2017年）

ロシアの通貨単位はルーブルRouble(ロシア語では P と表記）です。補
助通貨はカペイカといい、100カペイカが1ルーブルです。紙幣は
5,000、2,000、1,000、500、200、100、50ルーブル、硬貨は10、
5、2、1ルーブルとカペイカは50、10、5、1とあります。現在1ドル≒65
ル ーブ ル 、1 ユ ー ロ≒7 3 ル ーブ ル 、1 ル ーブ ル≒1 . 7 円 程 度

（2019/6/1現在）となっております。日本からは米ドルまたはユーロを
持っていき、現地のホテルや市内銀行にて両替をします。日本でも一部
の両替所では、日本円からルーブルへの両替もできますが、高額紙幣の

ルーブルになるとロシアでは使いづらいことがありますので両替の際に
ご注意ください。ロシアでの日本円からルーブルへの両替は不可、また
は可能であってもレートが悪い場合が多いので、お勧めしません。ロシア
で両替をする場合はパスポートを提示して、両替証明書をもらいます。両
替証明書は出国時の税関検査の手続きに必要です。闇両替は絶対に利
用しないでください。トラベラーズチェックは換金できるところが限られ
ており、手数料が高いです。クレジットカードはモスクワ、サンクトペテル
ブルグの多くの店では利用できるところも増えてきました。

チェックインの際は外国人登録手続きのためにパスポートをいったんホテル
フロントに預ける必要があります。また、ロシアでは法令によりパスポートの携
帯が義務づけられていますので、ホテルでの登録手続きが終了次第パスポー
トとビザ・出入国記録カードを速やかに返却してもらうよう頼み受け取ってくだ
さい。詳細は最終日程表と共にお渡しする「旅のしおり」にてご確認ください。

ロシアでは公衆トイレが少ないのでホテルを出かける前に済ませておくよ
うにしてください。市内の公衆トイレは駅・市場・博物館に必ずありますが、
有料のところが多いです。料金は2-10ルーブル程度です。ルーブルのコ
インをお持ちください。公共のトイレにはトイレットぺ一パーのないトイレ
もありますのでティッシュペーパーやウェットティッシュをお持ちください。

主要都市と日本との時差

気候と服装

通貨

買い物とお土産

気候と服装

通貨

買い物とお土産

平均気温 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月都 市 名

モスクワ

サンクト
ペテルブルグ

ハバロフスク

ウラジオストク

最高
最低
最高
最低
最高
最低
最高
最低

-3.0
-21.5
-5.0

-25.0
-10.0
-20.0
-9.0

-16.0

-1.0
-13.5
-4.4

-18.0
-5.0

-16.0
-6.0

-14.0 

10.0
-5.0
1.0
-9.5
1.0

-10.5
2.0
-6.0 

20.5
1.0

11.0
-2.0
15.5

0
9.0
1.0 

23.0
7.0

18.0
5.0

20.0
5.0

15.0
6.0 

24.5
10.0
22.5
10.5
30.5
10.0
17.0
11.0 

30.5
12.0
29.5
12.0
35.0
14.5
21.0
15.0 

32.5
10.5
31.0
9.0

34.0
10.0
23.0
17.0 

16.5
5.5

17.0
6.0

25.0
8.5

19.0
13.0 

12.5
1.0
9.0
2.0

18.0
-5.0
12.0
5.0 

-2.0
-6.5
4.5
-2.0
3.0

-1.05
3.0
-4.0 

-7.0
-15.0
-8.5

-18.5
-5.0

-19.5
-6.0

-13.0

都 市 名 時 差
モスクワ

サンクトペテルブルグ
日本のほうが進んでいる
日本のほうが進んでいる

＋6時間
＋6時間

イルクーツク
ウラジオストク
ハバロフスク

日本のほうが進んでいる
日本のほうが遅れている
日本のほうが遅れている

＋1時間
－1時間
－1時間

文化遺産 自然遺産 

ホテル トイレホテル トイレ

12月

　ロシアでは買い物をする場合、基本的にはすべて
ルーブル払いですが、お土産専門店などでは円や米
ドルで支払いできる店もあります。お土産専門店で
は、マトリョーシカ、琥珀製品、腕時計などロシアの
代表的なお土産品はほとんどそろっています。また
カードについては、主にVISA・MASTERが利用で
きます。ただし、カードを使う際は、ホテル内または
信用のおけるお土産物屋でのみ利用し、街中の小さ
な店などでは現金で支払うようにしてください。
　骨とう品や絵画など美術的な価値のあるものの
持ち出し手続きはとても複雑で手間がかかるのでご
注意ください。

●マトリョーシカ　
　女の子を模った木製の民族人形です。上下に開き、入れ

子式に次々に人形が現れます。最近は、歴代のロシア、
ソ連の大統領や指導者が入っているものもあります。

●グジェリ陶器
　モスクワ南東のグジェリ村で作られる、ロシアを代表す

る陶器のひとつ。白とコバルトブルーの美しい色合い、
温かみのあるシンプルな形が広く愛されています。

●ホフロマ塗の製品
　ホフロマ塗は300年前から伝わる技法。菓子皿やス

プーンなどの日用品類が多く、どれも下絵なしに即興で
描かれるので模様はひとつひとつ違います。

モスクワ、サンクトぺテルブルグなどの大都
市では土日祝日でも営業している店や終日
営業の店も出来始めていますが、通常店舗
の営業時間は平日の10:00-21:00と
なっており、途中昼食のため1時間ほど休
憩のある店もあります。また土日およびロ
シアの祝祭日は休みの店が多いのでご注
意ください。

ロシアの祝祭日と店舗営業時間 ロシアの祝祭日と店舗営業時間 

新年・生誕祭 
祖国防衛の日
国際婦人デー 
春と労働の日
戦勝記念日 
ロシアの日 
民族統一の日

1月1日～8日・・・・・・・・・・・
2月23日・・・・・・・・・・・・・・・・
3月8日・・・・・・・・・・・・・・・
5月1日・・・・・・・・・・・・・・・・
5月9日・・・・・・・・・・・・・・・・・・
6月12日・・・・・・・・・・・
11月4日・・・・・・・・・・・・・

＊祝祭日が土日に重なる日は金・月曜などが振替休日になり、施設が休みになることがあります。

おすすめのお土産

※写真はすべてイメージです。

お申込みの際に、必ずお読みください。

 3　旅行代金（残金）の請求書の送付

 5　ご出発

 1　お問い合せ

 2　お申込み手続き

以下｢ご旅行お申込み必要書類｣の欄をご覧下さい。

※写真はすべてイメージです。 ※複数プラン共通のカレンダーです。ご希望のプランの出発曜日のみご参照ください。

 4　最終日程表（確定書面）の送付（またはカウンターでのお受け渡し）

旅券
（パスポート）

残存期間
査証 写真 査証代実費査証取得

代行手数料

空港諸税／港湾税表
■旅行代金には燃油サーチャージ並びに現地空港税、日本の空港施設利用料はいずれも含まれておりません。以下ご確認の上、別途お支払いをお願い致します。

不要

不要

必要

E-visa

̶

̶

1枚

データ

帰国時までウクライナ

ウズベキスタン

ロシア

ウラジオストクのみ
ハバロフスクのみ
ユジノサハリンスクのみ

̶

̶

8,500円

無料

̶

̶
出国時

3ヶ月以上

出国時
6ヶ月以上

5,000円+税
（お一人様当たり）

＊下記税額は2019年6月1日現在現在のものです。予告なく新設・変更・廃止されることがあります。　＊空港諸税が変更された場合は、変更額に応じて所定の費用を徴収または返金いたします。
＊下記日本円目安額は2019年6月1日現在現在のIATA公示レート（BSR）をいもとに算出したものです。 ＊航空会社、空港によって対象外となる場合がございます。

ご旅行お申込み必要書類

※上記は、日本国籍の方の情報となります。外国籍の方はお問い合わせく
ださい。

※上記査証代実費は通常申請の場合の料金です。    
※特に注意がない限り、査証取得のため旅券に見開き2ページ以上の

空白が必要です。
※査証代金は2019年6月現在のものです。

①旅行申込書…必要事項をご記入ください。
※パスポート（右記③）を後からご送付いただく方は、パスポートの顔写真ページのコピーをお
送りください。
②お申込金…旅行代金の一部となります。
お一人様3万円以上ご旅行代金全額まで

（旅行代金が30万円以上の場合は5万円以上）を下記の口座にお振込みください。お手数です
が、お振込人のお名前の前に「MGT」とつけてお振込み下さい。

 

※銀行の振込み控えをもって領収書に替えさせていただきます。
※トラベルローンをご希望の方はご出発の21日前までにお申し出ください。
※お支払いは VISA 、 マスターカード または JCB 、 アメックス もご利用いただけます。
※繁忙期などは、キャンセル待ちにてご予約をお預かりする場合があります。キャンセル待ちに

てご予約をお預かりする場合、ご予約が確保できるまでは、「お申込金」を「お預かり金」として
申し受け、ご予約が確保できた時点で契約が成立することとなります。ご予約が確保できる前
に、お客様がお申込みを取消された場合には、左記お申込金は全額ご返金いたします。

プランによっては、渡航先の査証（ビザ）が必要になる場合があります。お申込みと同時に、
または弊社担当者とご相談のうえ、期日までに必要書類をお送りください。

③旅券（パスポート）原本…大切なものですので「書留郵便」等で送付下さい。
渡航先に必要な旅券残存期間（上記）をご確認ください。査証取得のため、パスポートは最終日
程表をお送りする際までお預かりいたします。ご出発日以前に別件で旅券が必要になる方は、
担当者まで事前にお知らせください。
④ビザ用写真…ロシア、各訪問国1カ国につき、１枚。

（タテ4.5cm×ヨコ3.5cm　スピード写真可。カラー。）
③のコピーと④の顔写真データ…ウラジオストクのみ、ハバロフスクのみ、ユジノサハリン
スクのみのツアーについては電子ビザ（E-visa）を取得します。詳細は別途ご案内致します。

三菱UFJ銀行　四谷（ヨツヤ）支店
普通：0802409　　　名義：ジェーアイシー旅行センター株式会社お振込口座

渡航手続きについて

旅券（パスポート）と査証（ビザ）について

◎その他、ご不明の点はお気軽にお問合せください。

海外での病気・けがは治療費や移送費が高額にな
る場合があります。またご自身の責任による賠償
責任などは相当高額になる場合がありますので、
必ずお客様ご自身で十分な額の海外旅行保険に
加入されることをお勧めします。当社では「AIG海
外旅行保険」をご案内しております。

◎海外旅行保険へのご加入の勧め

このパンフレットに記載されているプランにて渡航さ
れる場合に必要な旅券残存期間と査証（ビザ）につい
ては以下のようになります。

ご旅行に要する旅券・査証(ビザ）・再入国許可および各
種証明書の取得および出入国手続き書類の作成などは
お客様ご自身の責任にて行っていただきます。ただしこ
のパンフレット記載のプランをご利用のお客様で、日本
で査証(ビザ）を取得できるものについては、所定の料金
を申し受け渡航手続きの一部または全部の代行を行い
ます。お申し込み時にご依頼ください。

＊パンフレット内容をご検討の上、お電話、メール、
ファックスなどでお気軽にお問合せください。弊社カ
ウンターで旅のご相談をお受けしております。

お問い合わせ、お申し込み時はお客様（参加者全員）の
 ・パスポート表記のお名前
 ・ご希望コース・出発日・出発地 　をお知らせください。

＊ご出発の21日前（一部ツアーについては2～3か月前）
以降のお申し込みは、査証取得所要日数や残席など渡航
手続きの都合により、お受けできない場合があります。

＊お電話、メール等で仮予約をされた方は、弊社から予
約をお受けした旨をお伝えした日の翌日から2～4
日以内に、お手続きをお願いします。それを過ぎます
と、自動的にキャンセルになる場合があります。

＊ご出発の前日から数えて21日目にあたる日または弊社
の定める入金期日までに旅行代金の残金をお支払いい
ただきます。海外旅行保険のご案内とともに旅行代金
からお申込金分を差し引いた残金の請求書を送付いた
します。請求書には、プランごとに記載の旅行代金のほ
か、査証代実費、査証取得代行手数料、各国空港諸税が
加算されます。加算される項目の内訳はこのページを
ご参照ください。

　旅行保険をお申込みの方は、保険料を請求額に加えて
お振込みいただき、保険のお申込書は弊社まで別途ご
返送ください。

＊お申込みいただいた時期により21日目より前までのお振
込みが難しい場合は、担当者から期限をお知らせします。

＊ご出発の7日～3日前頃（遅くとも前日）までに、現地
での連絡先を含む最終日程表及び旅のしおり、渡航
に必要な①現地手配確認書（バウチャー）②お預かり
していたパスポート③航空券（または空港受取用の
引換券）などを送付させていだきます。また、弊社カ
ウンターにてお渡しも可能です。お受け取り後、内容
を必ずご確認ください。

＊ご出発のチェックイン手続きはお客様ご自身で行
なっていただきます。（添乗員が同行する場合を除
きます）時間、便名など再度ご確認ください。

＊航空券、パスポートなどお忘れもののないようご 
  注意ください。

このパンフレット記載のコースで訪問する各国の出
入国にあたっては各国により決められた「旅券の残
存有効期間」が必要となります。このページの「旅行
残存期間と査証(ビザ）情報」をご参照いただき、現在
お持ちの旅券(パスポート）が今回のご旅行に有効か
をご自身で必ずご確認ください。またロシアについて
は査証(ビザ）の事前取得が必要となりますので、渡
航手続きの代行をご依頼いただき、査証（ビザ）必要
書類を期日までにセンター宛にご送付ください。

重要！！ 旅券残存期間と査証（ビザ）情報

お申し込みの
手順と ご出発までの手

続きの流れ
お申し込みの

手順と ご出発までの手
続きの流れ

国名 税の名称 対象および対象地域
不可運賃額（1区間あたり）
現地通貨 日本円（目安）

日本

国際観光旅客税 日本からの出国1回につき - 1,000円
施設使用料 東京/成田 - 2,090円
旅客保安サービス料 東京/成田 - 520円
施設使用料 大阪/関西 - 2,730円
旅客保安サービス料 大阪/関西 - 310円
施設使用料 愛知／中部 - 2,570円
旅客保安サービス料 愛知／中部 - 340円
施設使用料 北海道／新千歳 - 1,030円

韓国 旅客サービス料 ソウル 10,000 KRW 1,000円

ウズベキスタン
出国税

国際線旅客 15.00 EUR 1,900円
国内線旅客 2.00 EUR 300円

保安税 ウズベキスタンからの国際線出発 10.00 EUR 1,300円

ウクライナ

保安税 キエフ 4.00 USD 500円
航空税 キエフ　国際 2.00 USD 210円
旅客サービス料 キエフ 13.00 USD 1,380円
州税 ウクライナからの出発 2.00 USD 230円

カタール
旅客サービス料 ドーハ 0.50 USD 60円
施設使用料 ドーハ 35 QAR 1,100円

ジョージア
施設使用料 トビリシ 24.00 USD 2,460円
空港保安料 トビリシ 3.70 EUR 470円

トルコ 旅客サービス料 イスタンブール 5.00 EUR 630円

国名 税の名称 対象および対象地域
付加運賃額（一区間あたり）
現地通貨 日本円（目安）

ロシア

空港保安料
モスクワ DME 7.30 USD 800円
サンクトペテルブルグ 6.87 EUR 900円

ターミナル使用料

モスクワ DME 国際出発 10.94 USD 1,300円
モスクワ DME 国際到着 10.62 USD 1,200円
モスクワ DME 国際発着　ロシアの航空会社 140 RUB 300円
モスクワ DME 国内発着　ロシアの航空会社 100 RUB 200円
モスクワ SVO-B 国際発着 10.28 USD 1,100円
モスクワ SVO-B 国際発着　ロシアの航空会社 75 RUB 150円
モスクワ SVO-B 国内発着　ロシアの航空会社 138 RUB 280円
モスクワ SVO-D 国際発着 19.94 USD 2,200円
モスクワ SVO-D 国際発着　ロシアの航空会社 542 RUB 840円
モスクワ SVO-D 国内発着　ロシアの航空会社 178 RUB 280円
サンクトペテルブルグ　国際 14.10 EUR 1,700円
サンクトペテルブルグ　国際　ロシアの航空会社 146 RUB 300円
サンクトペテルブルグ　国内　ロシアの航空会社 115 RUB 200円
ウラジオストク　国際 14.40 USD 1,530円
ウラジオストク　国際　ロシアの航空会社 364 RUB 700円
ウラジオストク　国内　ロシアの航空会社 139 RUB 280円
ハバロフスク　国際 4.30 USD 500円
ハバロフスク　国際　ロシアの航空会社 594 RUB 1,000円
ハバロフスク　国内　ロシアの航空会社 115 RUB 250円
ユジノサハリンスク　国際 6.20 USD 660円
ユジノサハリンスク　国際　ロシアの航空会社 164 RUB 310円
ユジノサハリンスク　国内　ロシアの航空会社 61 RUB 120円
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ロシアのような大陸性の気
候では、冬と夏、昼夜、また
晴天時と雨天時では気温
差が大きいのが特徴です。
特に冬季は寒波などの影
響 から 一 晩 で 1 0 ℃ ～
15℃程度の気温の上下も
珍しくありません。まめに
気温をチェックして衣類に
よる温度調節を心がけるよ
うにしてください。

ロシア世界遺産一覧 ロシア世界遺産一覧 ＊（）は登録年 

ウラジーミルとスーズダリの白亜の建造物群 - (1992年) 
セルギエフ・パッサートの三位一体セルギー・ラヴラの建築的遺産群 - 
(1993年) 
カローメンスコエの主昇天教会 - (1994年) 
フェラポントヴォ修道院の遺産群 - (2000年) 
カザン・クレムリンの歴史的・建築的遺産群 - (2000年)

デルベントのシタデル、
古代都市要塞建築物群 - (2003年) 
ノヴォデヴィチ修道院の建造物群 
- (2004年)
ヤロスラーヴリ市街の歴史地区
 - (2005年)
ブルガールの歴史的
考古学的遺跡群 - (2014年)
スヴィヤジュスク島の
ウスペンスキー大聖堂と修道院
 - (2017年)

サンクト・ペテルブルグ歴史地区と関連する建造物群 - (1990年)
キジ島木造教会 - (1990年) 
モスクワのクレムリンと赤の広場 - (1990年) 
ノヴゴロドと周辺の文化財 - (1992年) 
ソロヴェツキー諸島の文化的・歴史的遺産群 - (1992年) 

コミの原始森林 - (1995年) 
バイカル湖 - (1996年) 
カムチャツカの火山群 
- (1996年、拡大2001年) 
アルタイの黄金山地 - (1998年) 
西コーカサス - (1999年) 
中部シホテ-アリニ - (2001年) 
ウランゲル島保護区の自然体系 - (2004年)
プトラナ高原 - (2010年)　
レナ石柱自然公園 - （2012年）
ダウリヤの景観群 - （2017年）

ロシアの通貨単位はルーブルRouble(ロシア語では P と表記）です。補
助通貨はカペイカといい、100カペイカが1ルーブルです。紙幣は
5,000、2,000、1,000、500、200、100、50ルーブル、硬貨は10、
5、2、1ルーブルとカペイカは50、10、5、1とあります。現在1ドル≒65
ル ーブ ル 、1 ユ ー ロ≒7 3 ル ーブ ル 、1 ル ーブ ル≒1 . 7 円 程 度

（2019/6/1現在）となっております。日本からは米ドルまたはユーロを
持っていき、現地のホテルや市内銀行にて両替をします。日本でも一部
の両替所では、日本円からルーブルへの両替もできますが、高額紙幣の

ルーブルになるとロシアでは使いづらいことがありますので両替の際に
ご注意ください。ロシアでの日本円からルーブルへの両替は不可、また
は可能であってもレートが悪い場合が多いので、お勧めしません。ロシア
で両替をする場合はパスポートを提示して、両替証明書をもらいます。両
替証明書は出国時の税関検査の手続きに必要です。闇両替は絶対に利
用しないでください。トラベラーズチェックは換金できるところが限られ
ており、手数料が高いです。クレジットカードはモスクワ、サンクトペテル
ブルグの多くの店では利用できるところも増えてきました。

チェックインの際は外国人登録手続きのためにパスポートをいったんホテル
フロントに預ける必要があります。また、ロシアでは法令によりパスポートの携
帯が義務づけられていますので、ホテルでの登録手続きが終了次第パスポー
トとビザ・出入国記録カードを速やかに返却してもらうよう頼み受け取ってくだ
さい。詳細は最終日程表と共にお渡しする「旅のしおり」にてご確認ください。

ロシアでは公衆トイレが少ないのでホテルを出かける前に済ませておくよ
うにしてください。市内の公衆トイレは駅・市場・博物館に必ずありますが、
有料のところが多いです。料金は2-10ルーブル程度です。ルーブルのコ
インをお持ちください。公共のトイレにはトイレットぺ一パーのないトイレ
もありますのでティッシュペーパーやウェットティッシュをお持ちください。

主要都市と日本との時差

気候と服装

通貨

買い物とお土産

気候と服装

通貨

買い物とお土産

平均気温 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月都 市 名

モスクワ

サンクト
ペテルブルグ

ハバロフスク

ウラジオストク

最高
最低
最高
最低
最高
最低
最高
最低

-3.0
-21.5
-5.0

-25.0
-10.0
-20.0
-9.0

-16.0

-1.0
-13.5
-4.4

-18.0
-5.0

-16.0
-6.0

-14.0 

10.0
-5.0
1.0
-9.5
1.0

-10.5
2.0
-6.0 

20.5
1.0

11.0
-2.0
15.5

0
9.0
1.0 

23.0
7.0

18.0
5.0

20.0
5.0

15.0
6.0 

24.5
10.0
22.5
10.5
30.5
10.0
17.0
11.0 

30.5
12.0
29.5
12.0
35.0
14.5
21.0
15.0 

32.5
10.5
31.0
9.0

34.0
10.0
23.0
17.0 

16.5
5.5

17.0
6.0

25.0
8.5

19.0
13.0 

12.5
1.0
9.0
2.0

18.0
-5.0
12.0
5.0 

-2.0
-6.5
4.5
-2.0
3.0

-1.05
3.0
-4.0 

-7.0
-15.0
-8.5

-18.5
-5.0

-19.5
-6.0

-13.0

都 市 名 時 差
モスクワ

サンクトペテルブルグ
日本のほうが進んでいる
日本のほうが進んでいる

＋6時間
＋6時間

イルクーツク
ウラジオストク
ハバロフスク

日本のほうが進んでいる
日本のほうが遅れている
日本のほうが遅れている

＋1時間
－1時間
－1時間

文化遺産 自然遺産 

ホテル トイレホテル トイレ

12月

　ロシアでは買い物をする場合、基本的にはすべて
ルーブル払いですが、お土産専門店などでは円や米
ドルで支払いできる店もあります。お土産専門店で
は、マトリョーシカ、琥珀製品、腕時計などロシアの
代表的なお土産品はほとんどそろっています。また
カードについては、主にVISA・MASTERが利用で
きます。ただし、カードを使う際は、ホテル内または
信用のおけるお土産物屋でのみ利用し、街中の小さ
な店などでは現金で支払うようにしてください。
　骨とう品や絵画など美術的な価値のあるものの
持ち出し手続きはとても複雑で手間がかかるのでご
注意ください。

●マトリョーシカ　
　女の子を模った木製の民族人形です。上下に開き、入れ

子式に次々に人形が現れます。最近は、歴代のロシア、
ソ連の大統領や指導者が入っているものもあります。

●グジェリ陶器
　モスクワ南東のグジェリ村で作られる、ロシアを代表す

る陶器のひとつ。白とコバルトブルーの美しい色合い、
温かみのあるシンプルな形が広く愛されています。

●ホフロマ塗の製品
　ホフロマ塗は300年前から伝わる技法。菓子皿やス

プーンなどの日用品類が多く、どれも下絵なしに即興で
描かれるので模様はひとつひとつ違います。

モスクワ、サンクトぺテルブルグなどの大都
市では土日祝日でも営業している店や終日
営業の店も出来始めていますが、通常店舗
の営業時間は平日の10:00-21:00と
なっており、途中昼食のため1時間ほど休
憩のある店もあります。また土日およびロ
シアの祝祭日は休みの店が多いのでご注
意ください。

ロシアの祝祭日と店舗営業時間 ロシアの祝祭日と店舗営業時間 

新年・生誕祭 
祖国防衛の日
国際婦人デー 
春と労働の日
戦勝記念日 
ロシアの日 
民族統一の日

1月1日～8日・・・・・・・・・・・
2月23日・・・・・・・・・・・・・・・・
3月8日・・・・・・・・・・・・・・・
5月1日・・・・・・・・・・・・・・・・
5月9日・・・・・・・・・・・・・・・・・・
6月12日・・・・・・・・・・・
11月4日・・・・・・・・・・・・・

＊祝祭日が土日に重なる日は金・月曜などが振替休日になり、施設が休みになることがあります。

おすすめのお土産

※写真はすべてイメージです。

お申込みの際に、必ずお読みください。

 3　旅行代金（残金）の請求書の送付

 5　ご出発

 1　お問い合せ

 2　お申込み手続き

以下｢ご旅行お申込み必要書類｣の欄をご覧下さい。

※写真はすべてイメージです。 ※複数プラン共通のカレンダーです。ご希望のプランの出発曜日のみご参照ください。

 4　最終日程表（確定書面）の送付（またはカウンターでのお受け渡し）

旅券
（パスポート）

残存期間
査証 写真 査証代実費査証取得

代行手数料

空港諸税／港湾税表
■旅行代金には燃油サーチャージ並びに現地空港税、日本の空港施設利用料はいずれも含まれておりません。以下ご確認の上、別途お支払いをお願い致します。

不要

不要

必要

E-visa

̶

̶

1枚

データ

帰国時までウクライナ

ウズベキスタン

ロシア

ウラジオストクのみ
ハバロフスクのみ
ユジノサハリンスクのみ

̶

̶

8,500円

無料

̶

̶
出国時

3ヶ月以上

出国時
6ヶ月以上

5,000円+税
（お一人様当たり）

＊下記税額は2019年6月1日現在現在のものです。予告なく新設・変更・廃止されることがあります。　＊空港諸税が変更された場合は、変更額に応じて所定の費用を徴収または返金いたします。
＊下記日本円目安額は2019年6月1日現在現在のIATA公示レート（BSR）をいもとに算出したものです。 ＊航空会社、空港によって対象外となる場合がございます。

ご旅行お申込み必要書類

※上記は、日本国籍の方の情報となります。外国籍の方はお問い合わせく
ださい。

※上記査証代実費は通常申請の場合の料金です。    
※特に注意がない限り、査証取得のため旅券に見開き2ページ以上の

空白が必要です。
※査証代金は2019年6月現在のものです。

①旅行申込書…必要事項をご記入ください。
※パスポート（右記③）を後からご送付いただく方は、パスポートの顔写真ページのコピーをお
送りください。
②お申込金…旅行代金の一部となります。
お一人様3万円以上ご旅行代金全額まで

（旅行代金が30万円以上の場合は5万円以上）を下記の口座にお振込みください。お手数です
が、お振込人のお名前の前に「MGT」とつけてお振込み下さい。

 

※銀行の振込み控えをもって領収書に替えさせていただきます。
※トラベルローンをご希望の方はご出発の21日前までにお申し出ください。
※お支払いは VISA 、 マスターカード または JCB 、 アメックス もご利用いただけます。
※繁忙期などは、キャンセル待ちにてご予約をお預かりする場合があります。キャンセル待ちに

てご予約をお預かりする場合、ご予約が確保できるまでは、「お申込金」を「お預かり金」として
申し受け、ご予約が確保できた時点で契約が成立することとなります。ご予約が確保できる前
に、お客様がお申込みを取消された場合には、左記お申込金は全額ご返金いたします。

プランによっては、渡航先の査証（ビザ）が必要になる場合があります。お申込みと同時に、
または弊社担当者とご相談のうえ、期日までに必要書類をお送りください。

③旅券（パスポート）原本…大切なものですので「書留郵便」等で送付下さい。
渡航先に必要な旅券残存期間（上記）をご確認ください。査証取得のため、パスポートは最終日
程表をお送りする際までお預かりいたします。ご出発日以前に別件で旅券が必要になる方は、
担当者まで事前にお知らせください。
④ビザ用写真…ロシア、各訪問国1カ国につき、１枚。

（タテ4.5cm×ヨコ3.5cm　スピード写真可。カラー。）
③のコピーと④の顔写真データ…ウラジオストクのみ、ハバロフスクのみ、ユジノサハリン
スクのみのツアーについては電子ビザ（E-visa）を取得します。詳細は別途ご案内致します。

三菱UFJ銀行　四谷（ヨツヤ）支店
普通：0802409　　　名義：ジェーアイシー旅行センター株式会社お振込口座

渡航手続きについて

旅券（パスポート）と査証（ビザ）について

◎その他、ご不明の点はお気軽にお問合せください。

海外での病気・けがは治療費や移送費が高額にな
る場合があります。またご自身の責任による賠償
責任などは相当高額になる場合がありますので、
必ずお客様ご自身で十分な額の海外旅行保険に
加入されることをお勧めします。当社では「AIG海
外旅行保険」をご案内しております。

◎海外旅行保険へのご加入の勧め

このパンフレットに記載されているプランにて渡航さ
れる場合に必要な旅券残存期間と査証（ビザ）につい
ては以下のようになります。

ご旅行に要する旅券・査証(ビザ）・再入国許可および各
種証明書の取得および出入国手続き書類の作成などは
お客様ご自身の責任にて行っていただきます。ただしこ
のパンフレット記載のプランをご利用のお客様で、日本
で査証(ビザ）を取得できるものについては、所定の料金
を申し受け渡航手続きの一部または全部の代行を行い
ます。お申し込み時にご依頼ください。

＊パンフレット内容をご検討の上、お電話、メール、
ファックスなどでお気軽にお問合せください。弊社カ
ウンターで旅のご相談をお受けしております。

お問い合わせ、お申し込み時はお客様（参加者全員）の
 ・パスポート表記のお名前
 ・ご希望コース・出発日・出発地 　をお知らせください。

＊ご出発の21日前（一部ツアーについては2～3か月前）
以降のお申し込みは、査証取得所要日数や残席など渡航
手続きの都合により、お受けできない場合があります。

＊お電話、メール等で仮予約をされた方は、弊社から予
約をお受けした旨をお伝えした日の翌日から2～4
日以内に、お手続きをお願いします。それを過ぎます
と、自動的にキャンセルになる場合があります。

＊ご出発の前日から数えて21日目にあたる日または弊社
の定める入金期日までに旅行代金の残金をお支払いい
ただきます。海外旅行保険のご案内とともに旅行代金
からお申込金分を差し引いた残金の請求書を送付いた
します。請求書には、プランごとに記載の旅行代金のほ
か、査証代実費、査証取得代行手数料、各国空港諸税が
加算されます。加算される項目の内訳はこのページを
ご参照ください。

　旅行保険をお申込みの方は、保険料を請求額に加えて
お振込みいただき、保険のお申込書は弊社まで別途ご
返送ください。

＊お申込みいただいた時期により21日目より前までのお振
込みが難しい場合は、担当者から期限をお知らせします。

＊ご出発の7日～3日前頃（遅くとも前日）までに、現地
での連絡先を含む最終日程表及び旅のしおり、渡航
に必要な①現地手配確認書（バウチャー）②お預かり
していたパスポート③航空券（または空港受取用の
引換券）などを送付させていだきます。また、弊社カ
ウンターにてお渡しも可能です。お受け取り後、内容
を必ずご確認ください。

＊ご出発のチェックイン手続きはお客様ご自身で行
なっていただきます。（添乗員が同行する場合を除
きます）時間、便名など再度ご確認ください。

＊航空券、パスポートなどお忘れもののないようご 
  注意ください。

このパンフレット記載のコースで訪問する各国の出
入国にあたっては各国により決められた「旅券の残
存有効期間」が必要となります。このページの「旅行
残存期間と査証(ビザ）情報」をご参照いただき、現在
お持ちの旅券(パスポート）が今回のご旅行に有効か
をご自身で必ずご確認ください。またロシアについて
は査証(ビザ）の事前取得が必要となりますので、渡
航手続きの代行をご依頼いただき、査証（ビザ）必要
書類を期日までにセンター宛にご送付ください。

重要！！ 旅券残存期間と査証（ビザ）情報

ウラジオストク、サハリン、シベリア鉄道、バイカル湖（イルクーツク）、ハバロフスクのツアーについては
別冊『まるごとロシア～一番近いヨーロッパ～』をご覧下さい。

マトリョーシカ
（イメージ）

グジェリ陶器（イメージ）

ホフロマ塗の製品
（イメージ）
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リピーター率抜群がJICの自慢！ 留学・ロシア滞在経験豊富なスタッフがあなたのオリジナル旅行を
コーディネートします。
ロシア・ウクライナ・バルト・中央アジアなど旧ソ連の各都市の現地旅行社と直接提携しています。

    JICは30年間で3800名以上をロシア留学へ送り出しました。
「春・夏のロシア語研修旅行」「長期ロシア語留学10ヶ月（4月・9月出発）」
「いつでも行けるプライベート研修（短期）」など、研修プログラムは多彩。
※東京・大阪でJICロシア語講座を開催中
※ロシア情報満載のJICインフォメーションを年4回発行しています。

知ってほしい！JICのできること

JICはロシア私費留学のパイオニア

JICは、モスクワ・サンクトペテルブルグ・ウラジオストク・ハバロフスクに
日本語対応可能なヘルプデスクを設置しています！

日本人スタッフまたは日本語スタッフがあなたのロシアの旅を安全サポート!　
　　　　→滞在中のトラブルに日本語で対応します。

急な病気やけがのときにも安心!　
　　　　→旅先の思わぬケガや病気の場合、病院の紹介や手配を行います。

万が一の場合にも安心!
　　　　→緊急電話をご用意しております。モスクワ・

JICモスクワ事務所
サンクトペテルブルグ・

JICヘルプデスク

緑多いのどかな風景の中に、素朴に佇む小さな教会、古い土塁をめぐらせた歴史的建築群。大都会とはまた
違う、ゆったりとした田舎町でいにしえのロシアに思いをはせてみてはいかがでしょう？モスクワやサンクトペ
テルブルグから1日がかりの小旅行となりますが、より深くロシアを知るきっかけになることうけあいです。
「JICオプショナルツアー」でぜひどうぞ。

モスクワの北東には、ロシア中世の修道院建築を残した古都が点在しています。それらの街を結ぶと円のよう
に見えることから、「黄金の環」と呼ばれています。あちらこちらで、おとぎ話に出てきそうな教会や、ロシアの田
舎の風景を見かけることができます。ここに書かれている2都市以外にも「セルギエフ・パッサート（→5ページ
参照）、ヤロスラーヴリやウグリチなども有名です。

12世紀にこの地方の王朝の首都として栄えた街。
13世紀にモンゴル軍によって破壊されてしまいま
したが、街の中には当時建てられた城門、黄金の門
や、イコン「ウラジーミルの聖母」で有名なウスペン
スキー大聖堂が残っています。

世界遺産

ウラジーミルから車で
約45分。11世紀に建
設された古都スーズダ
リには、緑豊かな中に
当時のクレムリン（城
塞）が残されていま
す。土塁に囲まれた内
側にも外側にも、美し
い教会が散らばりま
す。街の中にはいくつ
もの修道院もあり、散
策には最適の環境。ウ
ラジーミルでのフリー
タイム中に訪れてみて
はいかがでしょうか。

世界遺産

ノヴゴロドは、8世紀にルーシ族がこの地方における初
の国家を築いた、ロシアの歴史発祥の地。「新しい街」と
いう意味の都市名でありながら、ロシアで最も古い街
のひとつです。クレムリンの中にはロシア最古の建築、
ソフィア聖堂も残っています。ヴォルホフ川の両岸に広
がり、土塁に囲まれた旧市街は半径2ｋｍほど。そこここ
に点在する小ぢんまりとした教会を眺めながら、徒歩で
ゆっくりと巡りましょう。

詳しくはパンフレットをご請求ください。

観光庁長官登録旅行業者第1715号、総合旅行業務取扱管理者：杉浦信也、桐本浩子

旅行企画
実施

E-mail（ツアー専用）:jictour@jic-web.co.jp
E-mail（代表）:jictokyo@jic-web.co.jp

カウンターで旅行・留学のご相談もお受けしております

〒160-0004　新宿区四谷2-14-8 YPCビル7F

東京オフィス

■ 地下鉄丸ノ内線「四谷三丁目」 3番出口を出て徒歩約3分

※当社の受付営業時間は月～金は午前9時30分より午後6時。

アトレ

地下
鉄・丸
ノ内
線

四谷
三丁
目駅

〒

ホテル
ウィング

四谷税務署

交番3番
出口

四谷警察署

スターバックススターバックス

国 道

YPCビル 7F

JR・地下鉄（丸ノ内線）
四ツ谷駅

外
堀
通
り

外
堀
通
り

三菱
UFJ銀行
三菱
UFJ銀行四谷消防署四谷消防署

航空券はJICで！ 日本航空（JL）・アエロフロートロシア航空（ＳU）・大韓航空（KE）・フィンランド航空（AY）・S7航空（S7）・
オーロラ航空（HZ）・ウズベキスタン航空（HY）、他、ロシア旅行には欠かせない航空券を販売しております。

※写真はすべてイメージです。

TEL/03-3355-7295 FAX/03-3355-7290

MO-21
別冊OP

 SP-18
別冊OP

1名様か
らの個人旅行

　フリープラン



 2020年 5月～2020年12月　パンフレット補足 2020/3/30

＊ツアーはパンフレット『JICまるごとロシア（赤）』『JICまるごとロシア～一番近いヨーロッパ（青）』

に掲載のものです。

http://www.jic-web.co.jp/tour/index.html#marugoto

＜ツアーのスケジュール＞

＊それぞれのツアーのwebページでご確認下さい。

＜周遊プラン限定！！早割45サービス！＞ 2ページ

＊恐れ入りますが、全ツアーについて上記サービスはなくなりました。

＜各国利用予定ホテルリスト・グレード表＞ 赤 6ページ、青 10ページ

＊利用ホテル　弊社Aグレードホテルに追加

ウラジオストク：カムイン

＜ご旅行条件書（募集型企画旅行）＞ 赤 9ページ、青 13ページ

30.通信契約による旅行条件

(1)当社らは、当社らが提携するクレジットカード会社（以下「提携会社」といいます）のカード会員（以下

「会員」といいます）より会員の署名なくして旅行代金や取消料等の支払いを受けることを条件にお客様から

電話、郵便、ファクシミリ、インターネットによるお申込みを受けて旅行契約（以下、「通信契約」といいます）

を締結することがあります。通信契約の旅行条件は通常の旅行条件と以下の点で異なります。

(4)	通信契約による旅行契約は、当社らが旅行契約の締結を承諾する旨の通知が

お客様に到達した時に成立するものとします。

http://www.jic-web.co.jp/tour/index.html#marugoto


◆ モスクワ 5⽇間 ◆ H1-1195N, H1-1195S

 1名様あたりの追加代⾦（円）

出発

基本ホテル

出発

ホテルランクアップ

1名参加
2名参加の
シングル利⽤

基本
追加代⾦

1名参加
2名参加の
シングル利⽤

2020年
4/1-12/31

30,000 14,000

⾦ 17,000 67,000 18,000
⽊⼟ 25,000 57,000 34,000
⽇⽔ 33,000 47,000 51,000
⽉⽕ 42,000 37,000 66,000

◆ モスクワ 6⽇間 ◆ X1-1196S

 1名様あたりの追加代⾦（円）

出発

基本ホテル

出発

ホテルランクアップ

1名参加
2名参加の
シングル利⽤

基本
追加代⾦

1名参加
2名参加の
シングル利⽤

2020年
4/1-12/31

35,000 24,000

⽊⾦ 31,000 59,000 50,000
⽔⼟ 39,000 70,000 66,000
⽕⽇ 48,000 82,000 82,000
⽉ 56,000 98,000 98,000

◆ モスクワ 7⽇間 ◆ H1-1197J

 1名様あたりの追加代⾦（円）

出発
基本ホテル

出発
ホテルランクアップ

1名参加
2名参加の

基本
追加代⾦

1名参加 2名参加の
シングル利⽤



シングル利⽤

2020年
4/1-12/31

39,000 34,000

⽔⽊⾦ 45,000 82,000 82,000

⽕⼟ 54,000 98,000 98,000

⽉⽇ 62,000 114,000 114,000



◆延泊（帰国延⻑）プラン◆

ホテル延泊料⾦（1泊1名様あたりの代⾦）

都市名 グレード 延泊⽇※ シングル利⽤ ツイン利⽤

モス
クワ

S 2020/4/1-2021/1/15 ￥37,000 ￥21,000

A 2020/4/1-2021/1/15 ￥17,000 ￥12,000

サンクト
ペテル
ブルグ

S 2019/6/15-2020/1/31 ￥30,000 ￥16,000

A 2019/6/15-2020/1/31 ￥21,000 ￥11,000

ウラジオストク
L

2020/4/1-2021/1/15
￥42,000 ￥21,000

A ￥22,000 ￥13,000

ハバロフスク
L

2020/4/1-2020/10/31
￥25,000 ￥17,000

A ￥18,000 ￥13,000

イルクーツク A 2020/4/1-2020/10/31 ￥13,000 ￥10,000

ユジノ
サハリンスク

L
2019/4/1-10/31

￥19,000 ￥14,000

A ￥15,000 ￥11,000

キエフ、
リヴィウ

（ウクライナ）

S 2019/8/1-2020/5/31 ￥36,000 ￥18,000

A 2019/8/1-2020/5/31 ￥12,000 ￥9,000

エレヴァン
（アルメニア）

S 2019/7/1-2020/5/31 ￥23,000 ￥14,000

A 2019/7/1-2020/5/31 ￥17,000 ￥11,000

延泊にあたって
●延泊のご希望は、必ず、ご旅⾏お申込⼿続きの際にお申し出ください。お申込⼿続き後に延泊をご希望され
る場合は、申込後のツアーを取消扱いとして、新規ツアーにお申込みいただく扱いとなります。それに伴い、
ツアー取消料がかかる場合がございます。また、⽇程のご変更により、査証の取り直しが必要になる場合がご
ざいます。その場合、取消済みの査証および取り直し分の査証代実費および査証取得代⾏⼿数料をそれぞれ申
し受けます。査証の取り直しの場合は、査証取得⽤証明写真を再度ご提出願います。
●延泊は航空便の予約状況や混雑期などの理由により、お受けできない場合があります。



1名様から催⾏のフリープラン。延泊・ホテルランクアップ可。

モスクワ 5⽇間 / 6⽇間 / 7⽇間

■ツアー
コード

 

H1-1195S︓5⽇間 アエロフロート X1-1196S︓6⽇間 アエロフロート

H1-1195N︓5⽇間 全⽇空

H1-1197J︓7⽇間 ⽇本航空

ロシアの⾸都モスクワ︕とにかくフリータイムたっぷりなので⾃由にアレンジできるプランです。
⽇本（⽻⽥、関空）から直⾏便利⽤でらくらくロシア︕

ツアーのポイント ⽇程 [ → ]
★ 「何かの時」には【JICモスクワオフィス】がしっかりサポートします。

★ スーツケースにつけると⽬⽴つし、カワイイ︕【JICオリジナルマトリョーシュカネームタグ】をプレゼント。

★ 「さぁ地下鉄で移動しよう︕」と思った時の最初の難関。
⾏列のできている切符の窓⼝に並んだりロシア語カタコトで緊張したりしなくて⼤丈夫です。
たっぷりあるフリータイムで利⽤できる【地下鉄メトロカード】をプレゼントします。ロシアに慣れてくる前にこれは強
い味⽅︕

★ 到着時の送迎⾞では【⽇本語係員】がご⼀緒します。
ロシア初⽇で不安な⽅々にはコミュニケーションの取れるロシア⼈にまず会えるので安⼼。
ホテルのチェックインまでご⼀緒させていただきます。帰国⽇は送迎⾞のみついてます。

★ 別途追加料⾦で【ホテルランクアップ】も可能です。

http://www.jic-web.co.jp/info/kokoga_jic.html
http://www.jic-web.co.jp/tour/note.html
http://www.jic-web.co.jp/tour/russia/nx1_1195_1196.html#h1_1195s
http://www.jic-web.co.jp/tour/russia/nx1_1195_1196.html#x1_1196s
http://www.jic-web.co.jp/tour/russia/nx1_1195_1196.html#h1_1195n
http://www.jic-web.co.jp/tour/russia/nx1_1195_1196.html#h1_1197j
http://www.jic-web.co.jp/photo/MOW_basil/
http://www.jic-web.co.jp/tour/russia/nx1_1195_1196.html#sche
http://www.jic-web.co.jp/info/kokoga_jic.html#4
http://jictravel.exblog.jp/13118871/
http://www.jic-web.co.jp/tour/hotel/index.html#mow


★ 催⾏か不催⾏なのかをじりじり待たずに【1名様から催⾏】のフリープランです
（1名様ご参加の場合は追加料⾦が発⽣いたします）。

★ 【延泊】や【JICオプショナルツアー】でお客様オリジナルな旅にアレンジできます（別途料⾦追加となります）。

★ ご旅⾏代⾦は【クレジットカード払い】にてお⽀払いも可能です。

ツアーの⾒どころ ⽇程 [ → ]

モスクワ         

ロシアの象徴ともなっている⾚の広場、そしてクレムリン（城壁の意）。ノヴォデヴィチ
修道院やボリショイ劇場など芸術の都でもあります。また、世界最⼤級といってよい蚤の
市「ヴェルニサージュ」でのショッピングも楽しみです。

ブログと写真 ⽇程 [ → ]
[ お客様体験ブログ モスクワ マトリョーシカ⼯場をめぐる → ]

[ スタッフ体験ブログ モスクワ ロシアのかわいいさがし → ]

[ スタッフ体験ブログ モスクワの⽇ → ]

【◎】 [ モスクワ → ]

⽇付 発着地 時間 スケジュール

1 1 1 ⽇本発

モスクワ着

午前
または

昼

午後
または
⼣刻

（⾶⾏機）（直⾏便）にて

ホテルまで送迎・⽇本語係員付

（モスクワ泊 ／ ⾷事 × 機 ×）

2
・
3

2
・
3
・
4

2
・
3
・
4
・
5

モスクワ 終⽇ フリータイム
＊オプショナルツアーでお楽しみください＊料⾦別途

JICおすすめオプショナルツアー︕
■ロシア最⼤の蚤の市 ヴェルニサージュでお買い物〜ロシア⼟産や雑貨を探すなら
ここで。

（モスクワ泊 ／ ⾷事 朝 × ×）

4 5 6

モスクワ発

出発
まで

午後
または
⼣刻

または
夜

フリータイム
12時までにホテルチェックアウトです
＊オプショナルツアーでお楽しみください＊料⾦別途

空港まで送迎

（⾶⾏機）（直⾏便）にて

（機中泊 ／ ⾷事 朝 × 機 ）

5 6 7 ⽇本着 朝
または

お疲れさまでした。
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http://www.jic-web.co.jp/tour/russia/nx1_1195_1196.html#sche
http://4travel.jp/traveler/jic/album/10228203/
http://4travel.jp/traveler/jic/album/10224599/
http://jictravel.exblog.jp/24863867/
http://www.jic-web.co.jp/photo/MOW/
http://www.jic-web.co.jp/photo/MOW/
http://www.jic-web.co.jp/photo/MOW/
http://www.jic-web.co.jp/op_tour/travel/mow.html
http://www.jic-web.co.jp/op_tour/travel/mow.html#travel5
http://www.jic-web.co.jp/op_tour/travel/mow.html#travel5
http://www.jic-web.co.jp/photo/MOW/
http://www.jic-web.co.jp/op_tour/travel/mow.html


午前 （ ⾷事 機 × × ）

＜旅⾏条件詳細＞

＊⽇程表補⾜ [ → ]
＊⽇本発着時利⽤航空会社 ︓ アエロフロート（⽻⽥、関空） / ⽇本航空（⽻⽥） / 全⽇空（⽻⽥）
＊最少催⾏⼈員 ︓ 1名（1⼈参加の場合は追加料⾦が必要です）
＊添乗員 ︓ 同⾏しません。
＊⾷事 ︓ 朝3回（5⽇間） / 朝4回（6⽇間） / 朝5回（7⽇間）
＊利⽤予定ホテル ︓ 弊社Aグレード（ホテルランクアップの場合はSグレード）
＊ビザ（別料⾦） ︓ ロシアビザが必要です（⽇本取得）。

◆ 旅⾏代⾦ （2名様でお申込の場合の1名様あたりの料⾦）

モスクワ 5⽇間 アエロフロート利⽤ ⽻⽥発 H1-1195S ⽇程 [ → ]

http://www.jic-web.co.jp/tour/note.html
http://www.jic-web.co.jp/photo/air_SU/
http://www.jic-web.co.jp/photo/air_JL/
http://www.jic-web.co.jp/tour/hotel/index.html#mow
http://www.jic-web.co.jp/visa/index.html#ru
https://ssl.alpha-mail.ne.jp/jic-web.co.jp/jictour1.html
http://www.jic-web.co.jp/tour/russia/nx1_1195_1196.html#top
https://ssl.alpha-mail.ne.jp/jic-web.co.jp/jictour1.html
http://www.jic-web.co.jp/tour/russia/nx1_1195_1196.html#sche


追加代⾦
[ → ]

1名様のみでご参加の場合
2名様以上のご参加で 1⼈部屋をご利⽤の場合
「ホテルをランクアップしたい」 ホテルランクアップの場合

ご希望で
「フリータイムにオプショナルをつけたい」 「少し遠出して⾏きたい所があるけど⾔葉が⼼配」 「ガイドさ
んと⼀緒に街あるきしたい」 JICオプショナルツアー [ → ]

https://ssl.alpha-mail.ne.jp/jic-web.co.jp/jictour1.html
http://www.jic-web.co.jp/tour/rankup.html#nx1_1195
http://www.jic-web.co.jp/op_tour/travel/mow.html
http://www.jic-web.co.jp/tour/hotel/index.html#exp


「もっと滞在したい」 帰国延⻑、延泊プラン [ → ]

「帰国⽇も⽇本語係員さんがついてほしい」 ⽇本語係員追加プラン [ → ]

＊上記のほか別途、燃油サーチャージ、空港諸税、ビザ関連費⽤、総額約47,010円が必要となります。
（ 2020/2/1のレートでの⽬安となります）。

※ お申込締め切り - 各出発⽇の21⽇前まで ※

◆ 旅⾏代⾦ （2名様でお申込の場合の1名様あたりの料⾦）

モスクワ 5⽇間 全⽇空利⽤ ⽻⽥発 H1-1195N ⽇程 [ → ]

追加代⾦
[ → ]

1名様のみでご参加の場合
2名様以上のご参加で 1⼈部屋をご利⽤の場合
「ホテルをランクアップしたい」 ホテルランクアップの場合

ご希望で

「フリータイムにオプショナルをつけたい」 「少し遠出して⾏きたい所があるけど⾔葉が⼼配」 「ガイドさ
んと⼀緒に街あるきしたい」 JICオプショナルツアー [ → ]

「もっと滞在したい」 帰国延⻑、延泊プラン [ → ]

「帰国⽇も⽇本語係員さんがついてほしい」 ⽇本語係員追加プラン [ → ]

http://www.jic-web.co.jp/tour/hotel/index.html#exp
http://www.jic-web.co.jp/tour/hotel/index.html#jsg
http://www.jic-web.co.jp/tour/tax/index.html
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https://ssl.alpha-mail.ne.jp/jic-web.co.jp/jictour1.html
http://www.jic-web.co.jp/tour/russia/nx1_1195_1196.html#sche
https://ssl.alpha-mail.ne.jp/jic-web.co.jp/jictour1.html
http://www.jic-web.co.jp/tour/rankup.html#nx1_1195
http://www.jic-web.co.jp/op_tour/travel/mow.html
http://www.jic-web.co.jp/tour/hotel/index.html#exp
http://www.jic-web.co.jp/tour/hotel/index.html#jsg
http://www.jic-web.co.jp/tour/tax/index.html


＊上記のほか別途、燃油サーチャージ、空港諸税、ビザ関連費⽤、総額約41,880円が必要となります。
（ 2020/2/1のレートでの⽬安となります）。

※ お申込締め切り - 各出発⽇の21⽇前まで ※

◆ 旅⾏代⾦ （2名様でお申込の場合の1名様あたりの料⾦）

モスクワ 6⽇間 アエロフロート利⽤ 関空発 X1-1196S ⽇程 [ → ]

追加代⾦
1名様のみでご参加の場合
2名様以上のご参加で 1⼈部屋をご利⽤の場合
「ホテルをランクアップしたい」 ホテルランクアップの場合

http://www.jic-web.co.jp/tour/tax/index.html
https://ssl.alpha-mail.ne.jp/jic-web.co.jp/jictour1.html
http://www.jic-web.co.jp/tour/russia/nx1_1195_1196.html#top
https://ssl.alpha-mail.ne.jp/jic-web.co.jp/jictour1.html
http://www.jic-web.co.jp/tour/russia/nx1_1195_1196.html#sche
https://ssl.alpha-mail.ne.jp/jic-web.co.jp/jictour1.html
http://www.jic-web.co.jp/tour/rankup.html#1_1196


[ → ]

ご希望で

「フリータイムにオプショナルをつけたい」 「少し遠出して⾏きたい所があるけど⾔葉が⼼配」 「ガイドさ
んと⼀緒に街あるきしたい」 JICオプショナルツアー [ → ]

「もっと滞在したい」 帰国延⻑、延泊プラン [ → ]

「帰国⽇も⽇本語係員さんがついてほしい」 ⽇本語係員追加プラン [ → ]

＊上記のほか別途、燃油サーチャージ、空港諸税、ビザ関連費⽤、総額約47,400円が必要となります。
（ 2020/2/1のレートでの⽬安となります）。

※ お申込締め切り - 各出発⽇の21⽇前まで ※

◆ 旅⾏代⾦ （2名様でお申込の場合の1名様あたりの料⾦）

モスクワ 7⽇間 ⽇本航空利⽤ ⽻⽥発 H1-1197J ⽇程 [ → ]

http://www.jic-web.co.jp/op_tour/travel/mow.html
http://www.jic-web.co.jp/tour/hotel/index.html#exp
http://www.jic-web.co.jp/tour/hotel/index.html#jsg
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http://www.jic-web.co.jp/tour/russia/nx1_1195_1196.html#top
https://ssl.alpha-mail.ne.jp/jic-web.co.jp/jictour1.html
http://www.jic-web.co.jp/tour/russia/nx1_1195_1196.html#sche


追加代⾦
[ → ]

1名様のみでご参加の場合
2名様以上のご参加で 1⼈部屋をご利⽤の場合
「ホテルをランクアップしたい」 ホテルランクアップの場合

ご希望で
「フリータイムにオプショナルをつけたい」 「少し遠出して⾏きたい所があるけど⾔葉が⼼配」 「ガイドさ
んと⼀緒に街あるきしたい」 JICオプショナルツアー [ → ]

「もっと滞在したい」 帰国延⻑、延泊プラン [ → ]

https://ssl.alpha-mail.ne.jp/jic-web.co.jp/jictour1.html
http://www.jic-web.co.jp/tour/rankup.html#1_1197
http://www.jic-web.co.jp/op_tour/travel/mow.html
http://www.jic-web.co.jp/tour/hotel/index.html#exp


「帰国⽇も⽇本語係員さんがついてほしい」 ⽇本語係員追加プラン [ → ]

＊上記のほか別途、燃油サーチャージ、空港諸税、ビザ関連費⽤、総額約42,890円が必要となります。
（ 2020/2/1のレートでの⽬安となります）。

※ お申込締め切り - 各出発⽇の21⽇前まで ※
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